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はじめに 

 

急速に進む少子高齢化や人口減少が進む中、世帯構成の変化、

ライフスタイルや価値観の多様化、地域のつながりの希薄化等、

地域を取り巻く課題が顕在しています。高齢者の方、子育て世

代、障がいのある方、生活に困窮している方などが抱えられてい

るニーズは様々であり、その内容は複雑化、複合化してきていま

す。さらに、近年は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う新し

い生活様式の取組のため、人との接触や行動が制限され、日常生

活に多大な影響を及ぼしています。 

このたび、第８次野木町総合計画「キラリのぎプラン」に掲げる基本目標の１つである「支え

合い、心ふれあうやさしいまち」を目指して、これまでの地域福祉計画・地域福祉活動計画の考

え方を継承しながら、新たな諸課題に取り組むため「第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動

計画」を策定しました。 

地域の方や様々な主体が参画し、世代や分野を超えてつながることで、町民一人ひとりの暮ら

しと生きがいを地域とともに創っていける地域共生社会を実現できるよう、重層的支援体制等の

充実を図りながら、「支えあい ともに生きる 笑顔あふれるまちづくり」に努めてまいりますの

で、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、野木町の地域福祉を推進するための町民意識調査や区長ヒア

リングにご協力いただきました多くの皆さま、貴重なご意見やご提言を賜りました野木町地域福

祉計画・地域福祉活動計画策定委員会委員及び関係機関の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

令和４年３月 

野木町長  真瀬 宏 子 

 

  



 

 

  



 

はじめに 

 

近年、少子高齢化の急速な進展に伴い、単身世帯の増加や核

家族化、生活様式の多様化等を背景に、地域社会が大きく変容

しています。また、ひきこもりや自殺、認知症の問題、児童や

高齢者の虐待、地域からの孤立、生活困窮者の増加など、新た

な課題が表面化しつつ、地域では町民一人ひとりの福祉ニー

ズが複合的かつ顕在化しています。 

このような中、誰もが住み慣れた地域で安心して生きがい

をもって生活を送るためには、制度や分野ごとの関係を超え

て、多機関協働による総合的な相談支援体制の構築が求められています。また、地域課題を住民

が身近な圏域で「我が事」としてとらえ、「丸ごと」と受け止める、「地域共生社会」の実現へ向

けての取り組みが進められています。 

こうした背景の中、本計画は、地域福祉にかかわる野木町の指針と施策を示した「地域福祉計

画」と具体的な活動計画を示した「地域福祉活動計画」を一体的に策定し、地域共生社会の実現

に向け、より実効性の高い計画と位置づけております。 

また、本計画では、「支えあい ともに生きる 笑顔あふれるまちづくり」を基本理念とし、

「支えあう育む人づくり」「地域の絆づくり」「みんなでつくる安全・安心のまちづくり」「地域

福祉の仕組みづくり」の４つの基本目標のもと、施策や事業の取り組みを進め、地域福祉の推進

を図ってまいりますので、町民の皆様には、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、ご尽力をいただきました野木町地域福祉計画・地域福

祉活動計画策定委員の皆様、町民意識調査で貴重なご意見やご提言をいただきました町民の皆

様、そして、貴重なご意見をお寄せいただきましたすべての皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

社会福祉法人野木町社会福祉協議会 

会 長 知 久 善 一 



 

 

 

 

  



目  次 

第１章 計画の策定にあたって ···································· 1 

１ 計画策定の趣旨 ················································ 3 

２ 地域福祉とは ·················································· 4 

３ 計画の位置づけ ················································ 7 

４ 計画の期間 ··················································· 10 

５ 計画の策定体制 ··············································· 10 

第２章 野木町の地域福祉を取り巻く現状 ·························· 13 

１ 人口動態と世帯の状況 ········································· 15 

２ 子ども・高齢者・障がい者の状況································ 21 

３ 地域の現状 ··················································· 25 

４ アンケート調査結果からみえる現状······························ 28 

５ 区長ヒアリングからみえる現状·································· 39 

第３章 計画の方向性 ············································ 41 

１ 基本理念 ····················································· 43 

２ 基本目標 ····················································· 45 

３ 施策体系 ····················································· 47 

第４章 施策の展開 ·············································· 49 

基本目標１ 支えあう心を育む人づくり······························ 51 

  基本施策１ 福祉教育の推進···································· 51 

  基本施策２ 地域福祉を推進する担い手の育成 ···················· 53 

  基本施策３ 地域活動と参加の促進······························ 55 

基本目標２ 地域の絆づくり ······································· 57 

  基本施策１ 顔の見える関係づくり······························ 57 

  基本施策２ 身近な地域交流の場の充実·························· 59 

  基本施策３ 多様な主体によるつながりづくり ···················· 61 

基本目標３ みんなでつくる安全・安心のまちづくり ·················· 63 

  基本施策１ 災害時・緊急時の支援体制の強化 ···················· 63 

  基本施策２ 日常生活における見守り体制の充実 ·················· 65 

  基本施策３ 様々な困難を抱えた方を支援する仕組みづくり ········ 68 

  基本施策４ 権利擁護の推進···································· 71 

基本目標４ 地域福祉の仕組みづくり································ 75 

  基本施策１ 重層的支援体制の充実······························ 75 

  基本施策２ 福祉に関する情報提供······························ 80 

  基本施策３ 生活支援体制の充実································ 82 

第５章 計画の推進にあたって ···································· 85 

１ 計画の推進体制 ··············································· 87 

２ 計画の進行管理 ··············································· 88 

資料 ···························································· 89 

１ 策定経過 ····················································· 91 

２ 野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 ········ 92 

３ 野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 ········ 93 

４ 用語解説 ····················································· 94 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１章    計画の策定にあたって 

 

 

 

  



 

 

 

 



第１章 計画の策定にあたって 

 
3 

 

１ 計画策定の趣旨 

（１）計画策定の背景  

近年、少子高齢化・人口減少の進行とともに、ライフスタイルや価値観の多様化等を背景

として、家庭での扶養機能や地域での相互扶助機能が低下しており、ひとり暮らし高齢者の

孤独死、子育てに悩む保護者の孤立、児童や高齢者、障がい者に対する虐待や自殺等に加え

て、引きこもり状態の長期化等による8050問題や介護と育児を同時に担うダブルケアの問

題等、複合的な課題が顕在化しています。また、防災・減災の観点からも、地域の多様な担

い手を育て、その連携を強めていくことが重要な課題になっています。さらに、新型コロナ

ウイルス感染症の影響等により地域の行事や集まりが減少し、住民同士の関係の希薄化や生

活に困難を抱える人の孤立化が危惧されています。 

国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」｢受け手｣という関係を超えて住

民や多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ご

と」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域

共生社会」の実現を目指すこととしています。 

また、SDGｓ達成のための国の取組も進められており、すべての人が安全で安心して暮

らすことのできる「誰一人取り残さない」社会をつくることは、全世界的な目標であり、ま

さに地域福祉の目標でもあります。 

そのような中で、地域の絆はますます重要であり、地域でのコミュニティ活動を通じ、日

頃から顔の見える関係づくりを継続して行うことが大切です。誰もが住み慣れた地域で安心

して暮らし続けていくためには、行政の福祉制度によるサービスだけでなく、地域住民主体

の地域福祉活動、地域、専門職、行政が垣根を越えて連携していくことが求められています。 

 

 

（２）計画策定の経緯・趣旨  

本町では、平成29年３月に「野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画」（平成29年度～

令和３年度）を策定し、「地域福祉計画」と互いに補完・補強し合う関係にある「地域福祉

活動計画」と一体的に計画を推進してきました。 

「第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画」（以下、「本計画」と表記します。）に

おいても、第１期計画における取組評価や近年の社会情勢を踏まえ、基本理念である「支え

あい ともに生きる 笑顔あふれるまちづくり」を継承し、地域福祉のより一層の推進を図る

とともに、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域の支え合い、助け合いによ

る「地域共生社会」の実現を目指し、それぞれの地域性や特徴を生かした、地域独自の取り

組みを示した計画を策定します。 
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２ 地域福祉とは 

「地域福祉」とは、地域において誰もが安心して暮らせるよう、地域住民や事業者、関係

機関・団体、行政がお互いに協力して地域生活課題の解決に取り組む考え方です。また、高

齢者、障がい者、子ども等の分野ごとの制度ではなく、「地域」という視点で捉え、包括的

に必要な支援を行っていくものです。 

平成30年４月に施行された改正社会福祉法では、地域住民、社会福祉を目的とする事業

を運営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、本人とその属する世帯全体に着目し、

福祉、介護、保健医療に限らない、地域生活課題を把握するともに、地域生活課題の解決に

資する支援を行う関係機関と連携し、課題の解決を図っていくことが規定されています（法

第４条第２項）。生活課題や地域課題の解決に向けて、自助、共助、公助の考えに基づいて、

町民、事業者、関係機関・団体、行政のそれぞれが役割を果たし、連携して取組をしていく

ことが必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自 助 

個人や家庭による 

自助努力 

地域における 

助け合いや支え合い・ 

地域活動・ 

ボランティア 

共 助 

〔 具体的には 〕 

・自分自身による努力 

・家庭での話し合い 

・ボランティア活動へ 

の参加 

・生きがいづくり 

・健康づくり 

・福祉に関する学習 など 〔 具体的には 〕 

・隣近所や友人・知人 

との助け合いや支え 

合い 

・地域における見守り 

活動 

・地域における福祉活 

動の推進 

・ボランティア活動の 

推進 など 

公的な制度としての 

保健、福祉、その他の 

関連する施策の実施 

公 助 

 

〔 具体的には 〕 

・生活保護制度 

・生活困窮者自立支援 

・災害時の救援活動・ 

避難所開設 

・公的サービスの充実 

・年金制度 

・健康保険制度 など 
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国では、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人

と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らして

いくことができる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 

 

その一環として、令和２年６月の「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改

正する法律」の公布により、「社会福祉法」が改正されました。 

改正社会福祉法では、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複

合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地

域づくりに向けた支援を一体的に実施する新たな事業（「重層的支援体制整備事業」）が創設

され、包括的かつ重層的な支援体制の整備が推進されています。 
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資料：厚生労働省 
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３ 計画の位置づけ 

（１）法令上の位置付け  

地域福祉計画とは、社会福祉法（以下「法」という。）第107条に基づき、地域における

福祉サービスの適切な利用の推進や、社会福祉を目的とする事業の健全な発達、地域福祉に

関する活動への住民の参加の促進に関する事項について、行政と福祉の専門職等の関係機関、

住民が一体となって地域福祉を推進するために市町村が定める計画です。 

「地域福祉活動計画」は、法第109条の規定に基づき、地域福祉を推進するための実践的

な計画として、社会福祉協議会が策定する計画です。 

 

 

（２）地域福祉計画に盛り込む事項  

地域福祉計画は、以下の5つの事項について具体的な内容を示すとともに、その他の必要

な事項を加え、計画に盛り込むことが求められています。（法第107条） 

 

① 地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 
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（３）町の他計画との関係性  

本計画は、本町の最上位計画である第８次野木町総合計画「キラリのぎプラン」との整合

を保ちながら策定しています。また、地域福祉を推進する観点から、高齢者や障がい者、子

どもなど、福祉分野での個別計画の上位計画に位置づけるとともに、男女共同参画、防災、

まちづくりなど、地域福祉の推進において関連がある分野との連携も図ります。 

 

［ 位置づけ図 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）成年後見利用促進基本計画としての一体的な策定  

認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力が不十分な人を社会全体で支え合うことが、

地域共生社会の実現に資するものであることから、財産の管理や日常生活等に支障がある人

たちの権利擁護を支援する必要があります。 

国においては、成年後見制度の利用促進に係る国及び地方公共団体の責務を明らかにする

とともに、必要となる施策を総合的かつ計画的に推進していくための基本事項を示した「成

年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下「成年後見制度利用促進法」という。）が、平

成 28年５月に施行され、市町村においても国の基本計画を踏まえた成年後見制度利用促進

基本計画の策定に努めることが規定されています。 

「成年後見制度利用促進法」を踏まえ、本計画に成年後見制度利用促進基本計画（計画期

間：令和４年度から令和８年度）を位置づけます。 

 

  

 

第８次野木町総合計画「キラリのぎプラン」 
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事
業
計
画 

第
２
期
野
木
町
子
ど
も
・
子
育
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支
援
事
業
事
業
計
画 

第
３
期
野
木
町
障
が
い
者
計
画 

第
３
期
野
木
町
健
康
増
進
計
画 

そ
の
他
関
連
計
画 

第
６
期
野
木
町
障
が
い
福
祉
計
画
及
び 

第
２
期
野
木
町
障
が
い
児
福
祉
計
画 
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（５）再犯防止推進法施行（再犯防止推進計画）  

検挙人員に占める再犯者の割合は一貫して上昇し続けていることを踏まえて、平成 28年

12月、再犯の防止等に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の

防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく基本事項を示した「再犯の防止等の

推進に関する法律」（以下「再犯防止推進法」という。）が制定され、同月に施行されました。 

再犯防止推進法に規定する「地方再犯防止推進計画」において、各部署の施策についての

具体的な実施内容を明確にすることで、自立更生者が地域社会で孤立しないための施策を効

果的に推進することが求められています。 

「再犯防止推進法」を踏まえ、本計画に再犯防止推進計画（計画期間：令和４年度から令

和８年度）を位置づけます。 

 

 

（６）地域福祉に求められる新たな視点「ＳＤＧｓ」との関係  

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals の略）とは、「持続可能な開発目標」を指

す言葉で、平成 27 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」に記載された、令和 12年までに達成するために掲げた国際目標です。ＳＤＧ

ｓは、地球上の「誰一人として取り残さない」ことを誓い、持続可能な世界を実現するため

の目標とのターゲットから構成されています。このＳＤＧｓを達成するための取組が、日本

を含め各国で進められており、地方自治体においても、各種計画の策定や方針の決定にあた

っては、ＳＤＧｓの理念を最大限反映させることが重要となっています。  
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４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

なお、国の福祉制度などの変更や、町民ニーズ、社会情勢の変化などに対応するため、必

要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 平成 

29年度 

（2017年度） 

平成 

30年度 

（2018年度） 

令和 

元年度 

（2019年度） 

令和 

２年度 

（2020年度） 

令和 

３年度 

（2021年度） 

令和 

４年度 

（2022年度） 

令和 

５年度 

（2023年度） 

令和 

６年度 

（2024年度） 

令和 

７年度 

（2025年度） 

令和 

８年度 

（2026年度） 

第８次 

野木町 

総合計画 

          

野木町地域 

福祉計画・ 

地域福祉 

活動計画 

          

 

 

５ 計画の策定体制 

（１）野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会による協議  

本計画を策定するにあたり、「野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会」を設

置し、各委員の専門的な見地から、計画の方向性や内容について意見・提言を受け、その意

見を計画に反映させています。 

 

 

（２）町民等のニーズの把握  

地域福祉に関する課題やニーズ調査のため、町民を対象に「野木町の地域福祉を推進する

ための町民意識調査」（以下、「アンケート調査」という。）を実施し、意見や課題を計画に

反映させています。 

 

■実施概要 

調査対象者 野木町在住の 20歳以上の町民 

抽出方法 住民基本台帳により、居住地区・年代・性別を考慮した無作為抽出 

調査方法 郵送配付・郵送回収 

調査期間 令和２年 12月１日（火）～令和３年１月 12日（火） 

回収結果 有効回収数：837人 有効回収率：41.9％ 

 

また、区長ヒアリング等を通じて、様々な意見をいただきました。  

基本構想（Ｈ28～Ｒ７） 

前期基本計画（Ｈ28～Ｒ２） 後期基本計画（Ｒ３～Ｒ７） 

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画 
（Ｈ29～Ｒ３） 

第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画 
（Ｒ４～Ｒ８） 
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（３）計画の評価・検証  

担当課による事業報告及び実績値の把握により進捗状況を管理していきます。 

計画に位置づけられる取り組みについては、担当部局による計画事業の進捗管理のもと、

計画の進捗状況と施策の効果等を検証・評価するとともに、定期的な評価・見直しを行うこ

とで、計画の全庁的な進行管理を実現します。 

 

 

（４）パブリックコメントの実施  

計画素案の段階で幅広く町民の意見を募り、計画へ反映するためパブリックコメントを実

施しましたが、意見はありませんでした。 

 

■実施概要 

募集期間 令和４年１月 13日（木）～令和４年２月 14日（月） 

閲覧方法 町民生活部健康福祉課または町ホームページ 

提出方法 

提出先 

〒329-0195 野木町大字丸林５７１ 

町民生活部 健康福祉課 社会福祉係 宛 

FAX（57）4193  メール kenkoufukushi@town.nogi.lg.jp 

書面による窓口受理または郵送・FAX・Eメール 
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１ 人口動態と世帯の状況 

（１）人口の推移  

① 総人口と年齢３区分別人口 

本町の人口推移をみると、平成10年がピークとなっており、その後は減少し、令

和３年で25,352人となっています。 

また、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）は減少しているのに対

し、高齢者人口（65歳以上）は増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

 

総人口と年齢３区分別人口の推移と目標人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月 30 日現在）、令和７年は第８次野木町総合計画の目標人口 

  

資料：住民基本台帳（各年９月30日現在）

3,013 2,990 2,958 2,921 2,868 

15,326 14,998 14,656 14,419 14,107 

7,424 7,687 7,938 8,194 8,377 

26,935

25,763 25,675 25,552 25,534 25,352 25,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成10年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和７年

（人）

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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② 地区別 総人口 

地区別の総人口をみると、新橋区、野木区、中谷区、若林区、川田区は減少傾向に

あります。一方、松原区、丸林東区の人口は増加傾向にあり、地区ごとに差がみられ

ます。 

地区別総人口の推移 

単位：人 

  平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 

町全体 25,763 25,675 25,552 25,534 25,352 

友沼区 1,445 1,415 1,399 1,401 1,383  

松原区 2,968 2,958 2,961 3,078 3,119  

新橋区 4,471 4,414 4,387 4,314 4,247  

野木区 1,549 1,545 1,521 1,497 1,478  

野渡区 1,242 1,243 1,236 1,235 1,203  

南赤塚区 1,944 2,018 1,984 1,954 1,941  

中谷区 337 330 314 313 310  

丸林東区 4,627 4,608 4,641 4,668 4,671  

丸林西区 3,181 3,187 3,183 3,171 3,125  

潤島区 1,873 1,881 1,849 1,847 1,872  

若林区 638 620 608 597 575  

佐川野区 917 894 909 905 884  

川田区 571 562 560 554 544  

資料：住民基本台帳（各年９月 30日現在）  
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（２）人口構成の推移  

① 年齢３区分別 人口構成 

本町の年齢３区分別人口構成比をみると、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64

歳）の割合は減少しています。一方、高齢者人口（65歳以上）は令和３年で33.0％となっ

ており、平成29年から4.2ポイント増加しています。 

また全地区、過去５年で高齢化率が高くなっており、新橋区では令和３年で44.7％と、

平成29年から10.7ポイント増加しています。 

地区別高齢化率の推移 

単位：％ 

  平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 

町全体 28.8 29.9 31.1 32.1 33.0 

友沼区 28.4 29.0 30.7 31.3 33.0 

松原区 27.2 28.1 29.0 28.8 29.3 

新橋区 34.0 36.9 39.5 42.3 44.7 

野木区 31.2 32.7 33.7 35.1 36.3 

野渡区 28.7 30.6 30.5 31.0 32.8 

南赤塚区 30.7 30.9 31.8 33.3 33.3 

中谷区 33.2 33.9 35.7 37.4 38.7 

丸林東区 23.0 23.4 24.0 24.5 25.1 

丸林西区 25.5 26.1 26.4 27.2 27.8 

潤島区 29.4 30.3 31.4 31.7 31.1 

若林区 32.9 33.9 34.4 36.0 38.1 

佐川野区 36.0 36.6 40.4 41.4 43.0 

川田区 30.1 31.1 31.4 33.4 34.6 

資料：住民基本台帳（各年９月 30日現在） 

年齢３区分別 人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年９月 30 日現在）  

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

資料：住民基本台帳（各年９月30日現在）

11.7 11.6 11.6 11.4 11.3 

59.5 58.4 57.4 56.5 55.6 

28.8 29.9 31.1 32.1 33.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（％）
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（３）世帯数の推移  

① 世帯数 

本町の世帯数は年々増加していますが、１世帯当たり人員は減少しており、核家族化や独

居高齢者が増加していることなどが考えられます。 

地区別の１世帯当たり人員の推移をみると、令和３年では川田区が一番多い2.85人とな

っていますが、丸林西区では2.17人と町全体の数値を大きく下回っています。 

 

地区別１世帯当たり人員の推移 

単位：人 

  平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 

町全体 2.47 2.43 2.40 2.37 2.34  

友沼区 2.78 2.74 2.71 2.65 2.57  

松原区 2.45 2.41 2.37 2.34 2.29  

新橋区 2.48 2.46 2.42 2.40 2.37  

野木区 2.67 2.58 2.55 2.52 2.51  

野渡区 2.59 2.53 2.53 2.50 2.45  

南赤塚区 2.39 2.32 2.33 2.39 2.38  

中谷区 2.91 2.82 2.75 2.77 2.77  

丸林東区 2.38 2.35 2.31 2.28 2.26  

丸林西区 2.24 2.23 2.20 2.17 2.17  

潤島区 2.53 2.49 2.47 2.43 2.41  

若林区 2.48 2.43 2.37 2.32 2.25  

佐川野区 2.64 2.55 2.31 2.28 2.22  

川田区 3.10 3.02 3.01 2.93 2.85  

資料：住民基本台帳（各年９月 30日現在） 

世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月 30 日現在）  

世帯数 １世帯当たり人員

資料：住民基本台帳（各年９月30日現在）
10,419 10,557 10,665 10,773 10,831

2.47 2.43 2.40 2.37 2.34

0.00

1.00

2.00

3.00

0

4,000

8,000

12,000

16,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

(人)(世帯)
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（４）国、県との比較（国勢調査）  

① 年齢３区分別人口構成比の推移 

本町の年少人口と高齢者人口は平成27年に比べ、増加しています。また、町の高齢者人

口の割合は、平成27年から令和２年にかけて増加しており、令和２年の国と県の数値より

も高くなっています。 

 

年齢３区分別人口構成比の推移 

単位：上段 人、下段 ％ 

区分 
野木町 栃木県 国 

平成 27年 令和２年 令和２年 令和２年 

年少人口（0～14歳） 
2,831 2,908 227,553 14,955,692 

12.0 11.7 12.0 12.1 

生産年齢人口（16～64歳） 
15,414 13,897 1,115,611 72,922,764 

61.3 55.8 58.8 59.2 

高齢者人口（65歳～） 
6,730 8,095 554,381 35,335,805 

26.8 32.5 29.2 28.7 

年齢不詳 135 13 35,601 2,931,838 

総人口 25,292 24,913 1,933,146 126,146,099 

資料：国勢調査 

 

② 一般世帯の構成の推移 

本町の核家族世帯数は、平成27年から令和２年にかけて微増しており、令和２年の国と

県の数値よりも高くなっています。核家族の内訳をみると、夫婦のみの世帯とひとり親と子

どもの世帯が増加しており、夫婦と子どもの世帯は減少しています。 

 

一般世帯の構成 

単位：％ 

区分 
野木町 栃木県 国 

平成 27年 令和２年 令和２年 令和２年 

核家族世帯 64.7 64.8 55.3 54.1 

 夫婦のみ 24.0 25.2 19.9 20.0 

 夫婦と子ども 32.2 30.2 26.1 25.0 

 ひとり親と子ども 8.5 9.4 9.2 9.0 

その他の親族世帯 12.2 9.5 10.6 6.8 

非親族および単独世帯およびその他 23.0 25.6 34.0 39.2 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 

※不詳は非親族および単独世帯およびその他に含む 

資料：国勢調査  
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③ 高齢者世帯の構成の推移 

本町の高齢者がいる世帯数は、平成27年から令和２年にかけて微増しており、令和２年

の国と県の数値よりも高くなっています。高齢者世帯の内訳をみると、単身世帯と夫婦とも

65歳以上の世帯の割合は増加しています。 

 

高齢者世帯の構成 

単位：世帯、％ 

区分 

野木町 栃木県 国 

平成 27年 令和２年 令和２年 令和２年 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 構成比 構成比 

一般世帯数 9,517 100.0 9,822 100.0 100.0 100.0 

 

高齢者のいる一般世帯数 4,434 46.6 4,558 46.4 38.1 36.4 

 

高齢者単身世帯数 789 8.3 1,056 10.8 10.7 12.1 

夫婦とも 65歳以上 
世帯数 

1,047 11.0 1,468 14.9 10.3 10.5 

資料：国勢調査 
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２ 子ども・高齢者・障がい者の状況 

（１）子どもの状況  

① 出生数及び出生率※ 

本町の出生数は、過去４年で増減を繰り返し、令和元年で146人となっています。 

また出生率は平成28年から1.4ポイント減少し、令和元年で5.80‰となっています。 

 

出生数と出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※出生率･･･人口 1,000人あたりにおける出生数のこと 

資料：栃木県健康増進課「栃木県保健統計年報」 
 

 

 

② 保育所の状況 

本町の保育所の各年齢の在籍人員は増加傾向にあり、令和３年で366人となっています。 

 

保育所の在籍人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こども教育課（各年４月１日現在）  

資料：こども教育課(各年４月１日現在)
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③ 幼稚園の状況 

本町の幼稚園の在籍人員は減少傾向にあり、令和３年で172人となっています。 

特に３歳児は平成28年と比べ、約４割減少し、令和３年で39人となっています。 

 

幼稚園の在籍人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

【参考値】幼保連携型認定こども園 

単位：人 

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 全体 

園児数 2 12 12 42 28 40 136 

資料：こども教育課（令和３年４月１日現在） 

 

④ 小学校の状況 

本町の令和３年の小学校の児童数は、過去６年で最も少ない1,206人となっています。 

友沼小学校、南赤塚小学校、新橋小学校は平成28年と比較すると減少していますが、野

木小学校は増加しており、小学校によって児童数の推移に差がみられます。 

 

小学校の児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：学校基本調査（各年５月１日現在）  

資料：学校基本調査（各年５月１日現在）

70 84 71 64 55 39 

88 
82 93 

81 
71 

58 

83 88 87 
90 

82 

75 

241
254 251

235
208

172

0

100

200

300

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

３歳 ４歳 ５歳

資料：学校基本調査（各年５月１日現在）

173 161 160 146 145 138 

112 117 123 122 134 134 
72 77 82 78 69 72 

434 418 425 438 429 424

461 442 434 430 456 438

1,252 1,215 1,224 1,214 1,233 1,206
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1,200
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

友沼小学校 野木小学校 佐川野小学校

南赤塚小学校 新橋小学校 計
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⑤ 中学校の状況 

本町の中学校の生徒数は増加傾向にあり、令和３年で649人となっています。 

野木中学校では令和２年から令和３年にかけて、大きく28人増加しています。 

 

中学校の生徒数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

 

 

 

（２）高齢者の状況  

① 高齢者数の推移と推計 

本町の高齢者数は65～74歳の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者ともに年々増加して

います。令和３年では平成29年と比較して、前期高齢者が1.1倍、後期高齢者が1.2倍とな

っています。また、今後は後期高齢者数がさらに増加することが予測されます。 

 

高齢者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月 30 日現在）、 

令和７年は野木町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の推計値 

  

資料：学校基本調査（各年５月１日現在）

322 327 317 309 312 340 

267 283 288 311 294 
309 

589 610 605 620 606
649

0

100
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

野木中学校 野木第二中学校

65-74歳 75歳以上

資料：住民基本台帳（各年９月30日現在） 4,366 4,476 4,561 4,689 4,825 
4,162 

3,058 3,211 3,377 3,505 3,552 4,569 

7,424 7,687 7,938 8,194 8,377
8,731

0

3,000

6,000

9,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和７年

（人）
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② 要介護（要支援）認定者数 

本町の要介護（要支援）認定者数は年々増加しており、令和３年で1,273人となっていま

す。 
 

要介護（要支援）認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月 30 日現在） 

 

 

（３）障がい者の状況  

① 手帳所持者数の推移 

本町の令和３年の手帳所持者数をみると、身体障害者手帳所持者数は958人、療育手帳所

持者数は236人、精神障害者保健福祉手帳は197人となっており、いずれも増加傾向にあ

ります。 
 

手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康福祉課（各年４月１日現在）  

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

資料：野木町健康福祉課（各年４月１日現在）

843 865 888 921
972 958

195 202 208 219 223 236

115 142 162 168 203 197

0
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400
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1,000

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年

(人)

資料：介護保険事業状況報告（各年９月30日現在）

181 178 195 212 224 

143 151 179 159 173 

250 273 261 261 283 

168 165 182 190 173 127 143 132 142 158 117 122 136 141
149 109

118 89 112
113 

1,095
1,150 1,174 1,217

1,273
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1,000

1,200

1,400

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 計
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３ 地域の現状 

（１）自治会の状況  

① 自治会加入率 

本町の自治会加入率は、令和３年で69.3％となっており、年々減少しています。 

令和３年の地区別の加入率をみると、新橋区が最も高く91.3％となっています。次いで、

割合が高い順に中谷区、野渡区となっており、いずれも80％を超えています。 
 

自治会加入率の推移 

単位：％ 

  平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 令和２年 令和３年 

町全体 73.0 72.6 71.9 70.6 69.9 69.3 

友沼区 74.1 73.7 72.4 72.1 71.5 70.5 

松原区 68.6 68.7 68.2 66.7 63.3 60.3 

新橋区 95.0 94.1 93.5 92.6 92.4 91.3 

野木区 78.7 79.8 78.3 75.7 78.3 77.1 

野渡区 82.9 84.1 83.0 82.3 81.5 82.3 

南赤塚区 68.9 64.9 65.7 64.2 66.4 68.7 

中谷区 84.3 84.5 82.9 82.9 85.0 84.1 

丸林東区 61.0 61.2 60.7 59.9 58.5 58.2 

丸林西区 54.9 54.8 54.1 52.6 53.2 53.5 

潤島区 81.3 80.6 79.6 78.3 78.4 78.2 

若林区 73.6 72.8 72.8 72.5 72.4 70.4 

佐川野区 69.4 70.4 69.1 68.2 60.1 59.9 

川田区 83.0 84.0 82.2 81.6 82.1 78.5 

資料：総務課（各年４月１日現在） 

 

 

自治会加入率（町全体）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務課（各年４月１日現在） 
 

  

資料：野木町総務課（各年４月１日現在）

73.0 72.6 
71.9 

70.6 
69.9 

69.3 

60.0

65.0

70.0
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平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年
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（２）老人クラブの状況  

① 老人クラブの加入者と加入率 

本町の老人クラブの加入率は年々減少しています。令和３年では6.18％となっており、

平成28年と比較して1.09ポイント減少しています。 
 

老人クラブの加入者と加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：健康福祉課（各年４月１日現在） 

 

 

（３）ふれあいサロンの状況  

① ふれあいサロンの開所数と参加人数 

本町のふれあいサロンの参加延人数は平成28年度から増減を繰り返し、令和元年度では

3,981人となっています。その後、令和２年度では新型コロナウイルスの影響により、前年

から約半数近く減少した1,709人となっています。 
 

ふれあいサロンの開所数と参加人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：健康福祉課（各年度３月 31 日現在）  

資料：野木町健康福祉課（各年４月１日現在）
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資料：野木町健康福祉課（各年３月３１日現在）
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（４）ボランティアの状況  

① ボランティアの登録者数と登録団体数の推移 

本町のボランティアの状況をみると、個人・団体登録者数は減少傾向にあります。 

 

ボランティアの登録者数と登録団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：野木町社会福祉協議会・野木町ボランティア支援センター（各年度３月 31 日現在） 

 

 

（５）デマンドタクシー  

① デマンドタクシー利用者数 

本町のデマンドタクシーの利用者数は、平成28年度から増減を繰り返し、令和２年度で

7,460人となっています。また令和2年度の１日平均利用者数は、過去５年で最も少ない31

人となっています。 

 

デマンドタクシー利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：野木町社会福祉協議会（各年度３月 31 日現在）  

利用者 １日平均利用者

きらり館 計 社協

資料：野木町社会福祉協議会・野木町ボランティア支援センター（各年3月 31日現在）
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資料：野木町社会福祉協議会（各年3月31日現在）
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４ アンケート調査結果からみえる現状 

（１）「福祉」に対する考えについて  

福祉についての関心について、『関心がある』（とても関心がある＋関心がある）は７割強

を占めていますが、さらに福祉への関心を高め、理解を深めることが必要です。 
 

福祉についての関心 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

 

 

（２）「福祉」のあり方について  

福祉のあり方について、「福祉は、行政と住民が連携しながら、協力して行うべき」が６

割強を占めており、町、社会福祉協議会、地域と連携しながら、地域福祉を推進することが

重要です。 
 

福祉のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

とても関心がある 関心がある あまり関心がない

まったく関心がない わからない 無回答

福祉を必要とする人は、家族や親戚が協力して面倒をみるべき

福祉は、国や市町といった行政の責任で行うべき

福祉は、行政が行う部分と、住民同士で助け合う部分に分かれて行うべき

福祉は、行政と住民が連携しながら、協力して行うべき

その他

無回答

11.0 60.0 19.4

0.8

4.5 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度調査

（回答者数837人）

2.9 18.8 10.9 60.5 1.8 5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年度調査

（回答者数837人）
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（３）地域活動やボランティア活動について  

地域活動やボランティア活動への関心の有無について、関心が「ある」が４割強を占めて

いますが、前回調査との比較で、「ある」の割合が減少しており、地域活動やボランティア

活動への関心を高める必要があります。 

年代でみると、30歳代、60歳代、70歳以上では、「ある」の割合が５割前後を占めてい

ます。一方、40歳代では「ある」が35.2％で他の年代より低く、「ない」が64.8％で他の

年代より高くなっています。 

 

地域活動やボランティア活動の関心 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

ある ない 無回答
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平成28年度調査
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9.7
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0.0
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2.0
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70歳以上

（回答者数247人)

60歳代

（回答者数219人)

50歳代

（回答者数127人)

40歳代

（回答者数91人)

30歳代

（回答者数87人)

20歳代

（回答者数50人)
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現在の地域活動やボランティア活動への参加の有無について、「参加している」が２割強

となっていますが、前回調査よりも参加割合が低くなっています。 

年代でみると、20歳代では「参加していない」が90.0%、30歳代では79.3%を占めて

おり、年代が高いほど「参加している」の割合が高くなる傾向が見られます。 

 

地域活動やボランティア活動の参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

 

（４）地域との関わりの必要性について  

近所付き合いや地域のつながりが必要かについて、前回調査と比較して、『必要である』

の割合が減少しているものの、『必要である』（必要である＋どちらかといえば必要である）

が９割弱を占めており、顔の見える関係づくりを進めていくことが重要です。 
 

近所付き合いや地域のつながりの必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：町民意識調査 

  

参加している 参加していない 無回答

必要である どちらかといえば必要である

どちらかといえば必要ない 必要ない

無回答

31.1

22.9
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4.8
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平成28年度調査

（回答者数1,269人）

令和２年度調査

（回答者数837人）
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40歳代

（回答者数91人）

30歳代

（回答者数87人）

20歳代

（回答者数50人）
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40.6

41.1

48.4

3.5

6.3

1.5

1.8

3.0
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平成28年度調査

（回答者数1,269人）

令和２年度調査

（回答者数837人）
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（５）地域との関わりの有無について  

近所付き合いをどの程度しているかについて、『付き合っている』（よく付き合っている＋

ある程度付き合っている）は６割強を占めています。 

年代でみると、40歳代では「よく付き合っている」が1.1％にとどまっているのに対し、

70歳以上では15.8％となっており、50歳代以上では年代が高いほど割合が高くなってお

り、身近な地域における交流の機会の充実が求められます。 
 

近所付き合いの程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

よく付き合っている ある程度付き合っている

あまり付き合っていない 全く付き合っていない

無回答
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2.0

59.9

58.9

55.9

46.2

39.1

24.0
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20歳代

（回答者数50人）
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近所付き合いをしていない理由は、前回調査と異なり「きっかけがない」が３割強で最も

高くなっています。 

 

近所付き合いをしていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

34.4 
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関わりたくない

必要がない

引っ越して間もない

その他

理由はない

無回答

(％)

令和２年度調査（回答者数282人）

平成28年度調査（回答者数391人）
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（６）近所の方からの支援について  

近所の人にしてもらいたいことについて、「見守り・声かけ」、「災害時の避難支援」、「緊

急時の通報・看病」が３割から４割を占めており、日頃の見守りや緊急時の対応支援が求め

られています。 
 

近所の人にしてもらいたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

37.9 

33.0 

27.4 

15.3 

1.9 

1.0 

0.8 

0.8 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.5 

1.2 

37.5 

5.6 

43.7

40.3

40.0

19.8

5.8

3.3

1.8

5.5

5.2

1.3

1.7

1.0

1.8

1.6

21.9

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

見守り・声かけ

災害時の避難支援

緊急時の通報・看病

話し相手

ごみ出し

子どもの送り迎え

手続きの代行

子どもの預かり

買い物

外出時の付き添い

食事の手伝い

書類や手紙の代筆

掃除・洗濯

その他

特にない

無回答

(％)

令和２年度調査（回答者数837人）

平成28年度調査（回答者数1,269人）
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（７）日常生活においての悩み事・不安について  

日常生活上の悩みや不安については、「自分や家族の老後」が６割弱、「自分や家族の健康」

が５割強、「防災・防犯」、「収入・生活費」が３割強となっており、多様な悩みや不安を抱

えていることがうかがわれ、重層的な支援体制の充実が必要です。 
 

日常生活を送る上で、悩んでいることや不安に思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

56.8 

50.8 

30.9 

30.7 

14.9 

11.2 

10.4 

7.9 

5.9 

2.2 

1.9 

1.6 

14.6 

1.8 

57.6 

51.6 

32.2 

44.3 

16.2 

12.9 

18.1 

8.7 

8.0 

3.5 

3.2 

2.1 

10.6 

2.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

自分や家族の老後

自分や家族の健康

防災・防犯

収入・生活費

子どもの教育や将来

住環境

仕事

近所付き合い

家族間の問題

（乳幼児の）育児

保護者間の付き合い

その他

特にない

無回答

(％)

令和２年度調査（回答者数837人）

平成28年度調査（回答者数1,269人）
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（８）日常生活においての相談相手について  

悩みや不安の相談先は、「家族・親戚」が８割弱、「友人・知人」が４割強を占めています。

一方で、「いない（ない）」と回答した方もおり、相談先の周知を図ることが大切です。 
 

悩みや不安の相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

79.9 

44.3 

11.0 

9.4 

6.7 

6.5 

4.2 

2.2 

1.9 

0.8 

0.8 

7.9 

1.8 

79.5 

50.7 

10.8 

14.3 

8.1 

5.5 

2.9 

3.3 

1.5 

1.3 

1.3 

6.2 

1.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

家族・親戚

友人・知人

医療・福祉・介護機関

職場の人

近所の人

役場

社会福祉協議会

自治会の人

民生委員児童委員

教育機関・保育施設

その他

いない（ない）

無回答

(％)

令和２年度調査（回答者数837人）

平成28年度調査（回答者数1,269人）
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（９）地域福祉で必要と感じる事業について  

町の地域福祉事業で必要な事業について、「通院時タクシー利用助成事業」が４割弱、「福

祉タクシー事業」、「介護保険事業」が３割強、「健康診査事業」が３割弱となっており、移

動支援に関する事業が上位を占めています。 

地域福祉で必要と感じる事業（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

 

 

（10）野木町総合サポートセンター（ひまわり館）の事業で必要だと

感じる事業について  

野木町総合サポートセンター（ひまわり館）の事業で必要だと感じる事業について、「健

康・福祉・介護等の総合相談」が６割強、「高齢者に関する相談支援」が５割弱、「生活困窮

に関する相談支援」、「障がいに関する相談支援」が２割強となっており、相談支援の充実が

求められています。 

野木町総合サポートセンター（ひまわり館）の事業で必要だと感じる事業（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

令和２年度調査（回答者数837人）

36.7 

31.5 

31.2 

27.5 

27.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

通院時タクシー利用助成事業

福祉タクシー事業

介護保険事業

健康診査事業

野木町安全・安心見守りネットワーク

(％)

令和２年度調査（回答者数837人）

62.0 

47.9 

23.4 

23.2 

23.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

健康・福祉・介護等の総合相談

高齢者に関する相談支援

生活困窮に関する相談支援

障がいに関する相談支援

認知症サポーター養成講座

(％)
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（11）社会福祉協議会の事業で必要だと感じる事業について  

社会福祉協議会の事業で、必要だと感じる事業について、「ひとりぐらし高齢者の交流事

業」が４割強、「介護保険サービス」、「野木町デマンドタクシー」、「配食サービス事業」が

３割強となっており、「ふれあい福祉総合相談」、「外出支援サービス事業」、「災害ボランテ

ィアセンターの設置」、「野木町地域包括支援センター」が続いています。 

社会福祉協議会の事業で必要だと感じる事業（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

 

 

（12）地域で生活する上での情報の満足度について  

地域で生活する上での情報の満足度について、『満足』（満足＋まあ満足）が７割強を占め

ています。 

地域で生活する上での情報の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民意識調査 

  

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答

令和２年度調査（回答者数837人）

42.2 

36.9 

36.2 

33.5 

28.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ひとりぐらし高齢者の交流事業

介護保険サービス

野木町デマンドタクシー

配食サービス事業

ふれあい福祉総合相談

(％)

5.5

6.7

69.3

67.4

17.9

18.7

2.7

3.1

4.6

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年度調査

（回答者数1,204人）

令和２年度調査

（回答者数806人）
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（13）「福祉」に関する情報収集の手段について  

地域で生活する上での情報の入手先については、「役場の広報紙・HP・SNS」が５割強、

「家族・親戚」が５割弱、「テレビ・新聞」、「友人・知人」が４割弱を占めています。 

年代が高いほど「役場の広報紙・HP・SNS」、「テレビ・新聞」、「友人・知人」、「近所の

人」の割合が高くなる傾向が見られますが、年代が低いほど、「インターネット」、「職場の

人」などの割合が高くなる傾向が見られ、年代等を問わず、福祉に関する情報が入手できる

よう様々な媒体による情報提供が必要です。 
  

「福祉」に関する情報収集の手段 

単位：％ 

  

役
場
の
広
報
紙
・
Ｈ
Ｐ
・

Ｓ
Ｎ
Ｓ 

家
族
・
親
戚 

テ
レ
ビ
・
新
聞 

友
人
・
知
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

近
所
の
人 

役
場 

自
治
会
の
人 

職
場
の
人 

全体（回答者数837人） 52.1 49.6 39.5 39.2 29.9 29.7 15.7 13.0 7.2 

20歳代（回答者数50人） 18.0 68.0 20.0 30.0 42.0 8.0 6.0 2.0 10.0 

30歳代（回答者数87人） 40.2 70.1 18.4 36.8 46.0 27.6 14.9 6.9 10.3 

40歳代（回答者数91人） 48.4 51.6 22.0 28.6 40.7 20.9 13.2 8.8 9.9 

50歳代（回答者数127人） 55.9 39.4 29.1 37.8 35.4 27.6 13.4 12.6 9.4 

60歳代（回答者数219人） 63.0 45.7 47.5 39.3 28.3 33.3 17.4 14.6 8.2 

70歳代（回答者数247人） 53.8 47.0 55.5 46.6 15.8 37.2 18.6 17.4 2.8 

 

  

社
会
福
祉
協
議
会
の 

情
報
誌 

医
療
・
福
祉
・
介
護
機
関 

教
育
機
関
・
保
育
施
設 

社
会
福
祉
協
議
会 

民
生
委
員
児
童
委
員 

そ
の
他 

得
る
こ
と
が
で
き
な
い 

得
て
い
な
い 

無
回
答 

全体（回答者数837人） 5.9 5.4 2.9 2.4 1.1 1.2 0.4 2.2 1.7 

20歳代（回答者数50人） 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.0 

30歳代（回答者数87人） 2.3 6.9 13.8 1.1 0.0 0.0 1.1 2.3 0.0 

40歳代（回答者数91人） 3.3 4.4 3.3 0.0 0.0 0.0 1.1 3.3 3.3 

50歳代（回答者数127人） 3.9 3.1 3.1 1.6 0.0 2.4 0.8 2.4 0.0 

60歳代（回答者数219人） 5.0 5.5 0.9 1.4 0.5 1.4 0.0 1.4 1.8 

70歳代（回答者数247人） 10.9 6.9 0.8 5.7 2.8 1.6 0.0 0.8 1.6 

資料：町民意識調査 
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５ 区長ヒアリングからみえる現状 

本来の予定では、地域懇談会により町民の皆さまのご意見を伺うところでしたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため懇談会の開催が出来なかったため各地区の代表である区

長から、地域の強み、弱み、課題の意見をいただきました。 

主な意見は以下のとおりです。 

 

① 地域のつながり 
 

・地域の結びつきが強い地区がある一方で、地域のつながりが希薄な地区もある 

・近所の顔がわかる地区もある 

・コロナ禍でコミュニケーションが減少している 

・地域のつながりが大切 

・すべての住民が社会（地域）との接点を保つことが重要 

・地域の課題を、それぞれが我が事として考える機会があるとよい 

 

② 自治会活動 
 

・自治会加入率が高い地区もあるが、自治会に加入していないマンション等がある 

・高齢や自治会役員を避けるなどの理由で自治会を退会する方が増加 

・自治会に加入していない人の支援をどうするかが課題 

 

③ 地域活動やボランティア活動 
 

・地域行事の参加者が少ない地区もある 

・ボランティアの参加者が少ない 

・民生委員が欠員の地域もあり、地域の支え手の不足が課題 

・祭り等、行事を継続して実施している地区もあるが、行事を行うことが難しくなっ

てきている地区もある 

 

④ 高齢者の状況 
 

・元気な高齢者が多い地区もあるが、独居高齢者や高齢者のみの二人世帯が増えてい

る 

・老人クラブの加入率が減っている 

・老老介護の世帯もある 

・高齢者の孤立が課題 

・住んでいる住民が地域の実態の把握が必要 

・認知症徘徊等の認知症高齢者の対応が必要 
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⑤ 若い世代の状況 
 

・若い世代が多い地区もあるが、子どもが少ない地区もある 

・若い年代の自治会加入率が高い地区もある 

・働く場がないため、若い人が転出 

・行事に参加する若者層が少ない 

 

⑥ 交流 
 

・地域の中で自主的にクラブが発足し、交流の場となっている地区もある 

・高齢者と子どもの交流が活発な地区がある一方で、世代間交流の機会が不足してい

る地区もある 

・新しく引っ越して来た方と、古くから住んでいる方が参加し交流できるような行事

など、工夫した企画が必要 

 

⑦ 生活環境 
 

・アパート等のごみ出しのルールが守られていない地区がある 

・免許返納後の買い物や交通が不便 

・空き家が増加している地域がある 

 

⑧ 災害 
 

・地域によっては水害に対する心配がないため、災害に対する意識が低い 

・防災訓練などの参加者が少ない 

 

⑨ その他 
 

・８０５０問題等、引きこもり家庭の対応が課題 

・地域の歴史を知ることで、地元に対する愛着につながるのではないか 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３章    計画の方向性 
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１ 基本理念 

地域福祉をめぐる状況は、大きく変化しており、様々な分野の課題が絡み合い複雑化して

おり、家庭にしても地域にしても、「つながり」の機能が弱まっています。そのため地域に

は、「つながり」が必要な子育て世帯、高齢者や障がい者、生活困窮者など、生活に不安を

抱えている人、生活が困難になっている人たちがいます。 

この現実に対して大切なことは、国連で平成27年に採択されたSDGs（エスディージー

ズ：Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標）を支える「誰一人取り残さ

ない（Leave no one left behind）」という考え方です。 

これらの課題の解決に向けては、地域福祉推進の主役である町民が、自らが暮らす地域の

問題を「我が事」ととらえ主体的に地域福祉活動に参画するとともに、地域活動団体、ボラ

ンティア団体、社会福祉協議会などと行政が連携を図りながら、地域における「つながり」

の仕組み・体制を改めて考え、構築していくことが必要です。 

こうした状況を踏まえ、本計画では前計画の基本理念を継承し、地域住民や地域の多様な

主体が参画し、世代や分野を超えてつながることで、町民一人ひとりの暮らしと生きがいを

地域とともに創っていける「地域共生社会」の実現に向けたまちづくりを目指します。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支えあい ともに生きる 笑顔あふれるまちづくり 
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また、本町では、新たな時代の潮流と調和したまちづくりを実現するため、第８次野木町

総合計画の後期基本計画からの新たな視点として、関連するＳＤＧｓの目標を掲げ、町民サ

ービスの向上や持続可能なまちづくりを目指します。 

ＳＤＧｓでは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であ

り、平成27年の国連サミットで採択された、令和12年までに持続可能でよりよい世界を目

指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り

残さない」ことを誓っています。 

 

第８次野木町総合計画における地域福祉の分野は、「基本目標３．支えあい、心ふれあう

やさしいまち」の分野別目標の「やすらぎに満ちたやさしいまちづくり（福祉のまち）」に

位置付けられ、11の関連するＳＤＧｓの目標を掲げています。 

本計画においても、基本目標ごとに関連するＳＤＧｓの目標を位置付けていきます。 

 

 

本計画と関連するＳＤＧｓの目標 

 目標１．貧困をなくそう  
目標９．産業と技術基盤を 

つくろう 

 目標２．飢餓をゼロに  
目標 10．人や国の不平等を 

なくそう 

 
目標３．すべての人に健康と 

福祉を 
 

目標 11．住み続けられる 

まちづくりを 

 
目標４．質の高い教育を 

みんなに 
 

目標 16．平和と公正を 

すべての人に 

 
目標５．ジェンダー平等を 

実現しよう 
 

目標 17．パートナーシップで

目標を達成しよう 

 
目標８．働きがいも 

経済成長も 
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２ 基本目標 

基本理念である「支えあい ともに生きる 笑顔あふれるまちづくり」を推進するため、本

計画では、地域を支える「人」づくり、つながる「絆」づくり、暮らしの「安全・安心」づ

くり、ともに支えあう「仕組み」づくりを基本目標に据え、その達成に向けた取組を進めま

す。 

 

基本目標１ 支えあう心を育む人づくり  

地域福祉を支える主役となるのは、地域を知る住民一人ひとりです。地域への関心を高め、

福祉に対する理解を深める学習や体験の機会を充実し、これからの地域を担う人材を育成し

ます。 

また、そうした人材の育成を通じて、野木町にいつまでも住み続けたいと思えるよう働き

かけます。 

 

◆基本施策 

１ 福祉教育の推進 

２ 地域福祉を推進する担い手の育成 

３ 地域活動と参加の促進 

 

◆関連するＳＤＧｓの目標 

 

 

 

 

基本目標２ 地域の絆づくり  

誰もが、地域の課題に関心を持ち、主体的に参画しながら解決につなげることができるよ

う、地域での助け合いや見守りの活動に積極的に取り組み、住民同士がコミュニケーション

を図ることで、みんなで支えあう地域を目指します。 

 

◆基本施策 

１ 顔の見える関係づくり 

２ 身近な地域交流の場の充実 

３ 多様な主体によるつながりづくり 

 

◆関連するＳＤＧｓの目標 

  



第３章 計画の方向性 

 
46 

 

基本目標３ みんなでつくる安全・安心のまちづくり  

誰もが地域でいつまでも安心して暮らせるよう、災害への備えとして、自主防災活動の推

進や災害時要配慮者の支援等を行うとともに、犯罪被害を防止するため、日頃の見守り活動

の推進等により、地域の防災力・防犯力の強化を図ります。 

さらに、一人ひとりの権利が守られるよう、成年後見制度の利用促進を図る等、福祉サー

ビスを必要とする人の権利擁護に努めます。 

 

◆基本施策 

１ 災害時・緊急時の支援体制の強化 

２ 日常生活における見守り体制の充実 

３ 様々な困難を抱えた方を支援する仕組みづくり 

４ 権利擁護の推進 

 

◆関連するＳＤＧｓの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 地域福祉の仕組みづくり  

複合化した問題により、解決が困難な悩みや生活上の問題について、誰もが気軽に相談で

き、解決につながる支援ができるような仕組みづくりを行います。 

また、切れ目のない相談支援を行うため、地域団体との連携や関係機関との情報の共有化

を図ります。 

 

◆基本施策 

１ 重層的支援体制の充実 

２ 福祉に関する情報提供 

３ 生活支援体制の充実 

 

◆関連するＳＤＧｓの目標 
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３ 施策体系 
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［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）福祉教育の推進 

（２）地域福祉を推進する担い手の育成 

（３）地域活動と参加の促進 

（１）顔の見える関係づくり 

（２）身近な地域交流の場の充実 

（３）多様な主体によるつながりづくり 

（１）災害時・緊急時の支援体制の強化 

（２）日常生活における見守り体制の充実 

（３）様々な困難を抱えた方を支援する仕組みづくり 

（４）権利擁護の推進 

（１）重層的支援体制の充実 

（２）福祉に関する情報提供 

（３）生活支援体制の充実 

１ 支えあう心を 
育む人づくり 

２ 地域の絆づくり 

３ みんなでつくる
安全・安心の 
まちづくり 

４ 地域福祉の 
仕組みづくり 
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基本目標１ 支えあう心を育む人づくり 

基本施策１ 福祉教育の推進  

【現状と課題】 

地域福祉を推進するためには、子どもの頃からの福祉教育や地域での様々な活動への参加

体験を通しての福祉の意識づけが重要です。 

アンケート調査によると、福祉に“関心がある”と回答した割合は約７割となっているも

のの、“関心がない”と回答した割合は約２割となっています。今後、福祉への関心を高め、

理解を深めるとともに、福祉に関心のある人を活動につなげていくために、幼少期からの福

祉教育や、地域における福祉に関する学習の場や体験の機会づくりの充実を図っていくこと

が必要です。 

 

【取組の方向性】 

地域での支え合い、助け合いの意識を育むため、子どもの頃からの福祉学習や体験活動の

充実を図るとともに、地域の人々と関わりながら学ぶ、生活に結びつく福祉教育を行い、支

えあう心、思いやりの心、やさしい心をもつことができる子どもを育成します。 

また、学校支援ボランティアの養成及び派遣、教職員を対象とした福祉教育推進カリキュ

ラムの構築など、福祉教育やボランティア体験学習を推進するための環境を整備します。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○家庭でも福祉について考え、家族で話し合う機会を増やしましょう 

○地域のことについて身近な人と話をしましょう 

○身の回りのできることから助け合いをするという気持ちを育みましょう 

○一人ひとりが地域の一員であるという意識を持ち、地域の課題を「我が事」として  

考えましょう 

○地域でどのような活動が行われているか関心を持ち、参加しましょう 

○町や社協が実施している福祉の取組や出前講座に参加しましょう 

○地域において、福祉教育に関する勉強会や研修会などを開催し、福祉学習の機会を 

つくりましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①子どもの思いやりの心を育むた

め、認知症に関する基礎知識と、

認知症の人に対する接し方を学

ぶ機会を提供します。 

○小中学生向け認知症サポータ
ー養成講座 

健康福祉課 

②福祉教育を充実するため、教職

員の研修を実施します。 

○福祉施設の見学 

○福祉に関する研修会の実施 
こども教育課 

③児童生徒の健全育成を図るた

め、非行の未然防止や早期対応

につながる取り組みを行いま

す。 

○薬物乱用防止、情報モラルに関
する教育の実施 

○学校へのスクールカウンセラ
ーやスクールソーシャルワー
カーの派遣、連携対応 

こども教育課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①学校における福祉教育への支援 

活動 

学校における福祉教育やボランティア学習の推

進を図るため、町内の小中学校７校を「学童・

生徒のボランティア活動普及事業」協力校に指

定し、協働による福祉体験学習を推進します。

また、福祉教育を充実するため、教職員の研修

や学校生活を支えるボランティアを養成しま

す。 

○連絡会議の開催 

○福祉教育出前講座 

○教職員のための福祉セミナーの開催 

○学校支援ボランティアの養成 

②学童・生徒を対象とした講座の開催 

学童・生徒を対象に、福祉やボランティア活動

への理解や関心を高めることを目的とした講座

を開催します。 

○ボランティアチャレンジスクールの開催 

③地域福祉新聞（小中学生版）の発刊 

各学校におけるボランティア活動や福祉教育の

取り組み等について、地域福祉新聞に掲載し、

地域住民への普及啓発を図ります。 

④世代や障がいを超えた交流事業 

子どもや高齢者、障がい者など、町民の交流の

機会をつくり、相互理解を促進するとともに、

地域における生きがいづくりを推進します。 

○世代間交流事業 
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基本施策２ 地域福祉を推進する担い手の育成  

【現状と課題】 

本町では、ボランティア等に関する各種講座・研修会を開催していますが、各種団体の高

齢化、新たな人員確保が課題となっています。 

アンケート調査によると、福祉は行政と住民が連携して取り組むべきであるとの意見が多

くみられた一方で、地域活動やボランティア活動に参加している割合は約２割となっています。 

引き続き、各種講座の開催等により、担い手の育成を行うとともに、新たな担い手の確保

が必要です。 

 

【取組の方向性】 

地域福祉の推進は、行政や福祉関係者だけで取り組むのではなく、地域の課題解決に向け

て年齢や性別等を問わず住民一人ひとりや、企業、行政等が知識や経験、アイデア等を出し

合いながら町民・地域・行政が一体となって協働していくことが重要です。 

ボランティア活動に関する情報発信や支援を行うとともに、支援を必要とする人と支援す

る人のニーズをコーディネートする機能の強化や団体間のネットワークづくりのための交

流機会や講習等、活動の活性化につながるよう支援します。また、ボランティア養成講座等

の担い手の育成につながる事業を展開します。さらに、有償ボランティアについて検討して

いきます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○地域活動やボランティア活動に関心をもちましょう 

○特技や経験を活かし、できることからボランティア活動に参加しましょう 

○ボランティア活動などに身近な人と声をかけ合い積極的に参加しましょう 

○町や社協等が実施する各種ボランティア養成講座や福祉講座などに参加しましょう 

○ボランティア活動講座、体験事業などへの参加を積極的に呼びかけ、ボランティア 

活動のきっかけづくりとなるよう働きかけましょう 

○参加しやすいボランティア活動のあり方や気軽にボランティア活動ができる仕組み

をみんなで考えましょう 

○各種団体では、地域活動やボランティア活動を知ってもらうため、ホームページや 

ＳＮＳ、回覧板等を活用し、周知に努めましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①認知症サポーター養成講座や手

話奉仕員養成研修等の充実に努

めます。 

○認知症サポーター養成講座 

○認知症サポーターステップア
ップ講座の開催 

○手話通訳者等養成講習会開催
事業の実施 

健康福祉課 

②ボランティア活動に関する情報

提供やボランティアの機会の確

保及び育成に努めます。 

○ボランティアの育成・活動支援 

○各種講座・研修会の開催 

○活動団体、ボランティア団体の
周知 

○公民館講座の開催 

生活環境課 

生涯学習課 

③生活支援コーディネーターと連

携して、地域福祉を推進する担

い手の育成に努めます。 

○生活支援体制整備事業 健康福祉課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①ボランティア養成講座の開催 

障がい者や高齢者等の理解及び支援活動の参加

に必要な講座を実施します。 

○手話・朗読・点字講座 

○傾聴講座 

○災害時対応講習会 

○シニア・団塊世代のボランティア活動講座 

②ボランティア団体への支援 

社会福祉関係等のボランティア団体及び個人に

より構成された連絡協議会の事務局としての役

割を担うとともに、各種活動における支援と助

成を行います。 

○社会福祉ボランティア連絡協議会 

○活動機器整備・貸し出し 

③団体・機関との連携 

町が設置するボランティア支援センター「きら

り館」との連携を図るとともに、社会福祉関係等

のボランティア活動がより円滑にかつ効果的に

進行されるよう支援を行います。また、ボランテ

ィア活動を安心して行うことができるよう、個

人や団体等の活動内容に沿った保険加入を促進

します。 

○ボランティア活動保険の加入促進 

④生活支援体制整備事業 

［町受託事業］ 

生活支援コーディネーター（地域支

え合い推進員）の配置 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）を配置し、ボランティア等の生活支援の担い

手の養成・発掘等を行います。 

○人材育成講座 
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基本施策３ 地域活動と参加の促進  

【現状と課題】 

地域での支え合い、助け合いを進めていく上で、誰もが、地域の課題に関心を持ち、解決

につなげられることができるよう、日ごろの近所づきあいや地域活動への参加等が重要です。 

アンケート調査によると、前回調査時よりも地域活動やボランティア活動に対する関心や

参加率が低くなっています。地域福祉を推進するために、地域で活動する担い手を増やし、

各活動のさらなる広がりを促進するための支援を行うとともに、初めてでも気軽に参加でき

るようなボランティア情報の発信や、地域活動の機会を提供する等、今まで地域活動等に参

加していなかった人でも、参加できる環境づくりや、きっかけづくりにつなげることが必要

です。 

 

【取組の方向性】 

地域での活動の促進に向けて、一人ひとりの能力や経験を活かしながら住民が積極的に参

加できるように、情報提供やコーディネートを行います。 

また、町内会・自治会活動の支援を行うことで地域での交流を促進し、地域の支え合いの

輪に子どもから高齢者までのすべての人が参加し、地域に関心をもつ人を増やしていきます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○地域の祭り・伝統行事、各種のイベントなどに積極的に参加しましょう 

○地域で活動している人や団体に自主的に協力しましょう 

○地域の一員であるという意識をもち、地域行事や地域の中での役割を引き受けるなど

積極的に関わりましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①地域住民と意見交換の場を設け

て、地域の現状を把握し、課題解

決や地域活動の推進を図りま

す。 

○地区懇談会の実施 政策課 

②民生委員児童委員活動の支援を

行うとともに、地域の情報を共

有することによって協力体制の

充実を図ります。 

○民生委員児童委員協議会定例
会の開催、研修会の実施 

健康福祉課 

③地域自治組織が自主的かつ円滑

に活動できるよう支援します。 

○広報や町ホームページ等によ
る自治会の加入促進 

総務課 

④生活支援コーディネーターと連

携して、地域活動への参加の促

進を図ります。 

○生活支援体制整備事業 健康福祉課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①地域福祉団体への支援・協力 

老人クラブなどの地域福祉団体の活動を支援・

協力し、活動の周知や活性化を図ります。 

○老人クラブ連合会 

○赤十字奉仕団 

②地域活動の情報発信 

地域福祉事業に対する理解や福祉活動への参

加・参画を促進するため、情報を発信します。 

○社協情報誌「ぽけっと」 

○社協ホームページ 

○SNS（Twitter、Facebook） 

○地域福祉新聞 

③生活支援体制整備事業 

［町受託事業］ 

生活支援コーディネーター（地域

支え合い推進員）の配置【再掲】 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）を配置し、ボランティア等の生活支援の担い

手の養成・発掘等を行います。 

○人材育成講座 

④元気シニア応援窓口（ぷらっと）事

業への協力促進 

町老人クラブ連合会の「元気シニア活躍応援窓

口」設置に伴い、シニア世代の社会参加を促進

し、地域の人材活用を図ります。 

○総合相談 

○情報発信 
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基本目標２ 地域の絆づくり 

基本施策１ 顔の見える関係づくり  

【現状と課題】 

アンケート調査によると、前回調査時よりも近所付き合いの必要性について、「必要がな

い」と回答した割合が増加しているものの、９割が近所付き合いや地域のつながりが必要だ

と回答しています。 

地域社会の絆が弱まり、社会から孤立する人々の増加が懸念される中、若い世代を含むす

べての地域住民が日頃の声かけや交流を進め、地域の助け合いや支え合いにつながる取り組

みを推進することが必要です。また、子どもから高齢者、障がい者等すべての人が親しく交

流できる機会づくりを進めていくことも必要です。 

 

【取組の方向性】 

住民が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるうえで、日頃からの近所づきあい

を通じて、互いの顔が見える関係を築きながら、助け合い、支え合う活動を推進することが

重要です。 

地域での声かけや支え合いの必要性を感じて、町民の地域意識を高め、あいさつなど近所

付き合いの活発な、お互いの顔が見える地域づくりに努めます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○地域でお互いに顔見知りになるよう、あいさつや声かけをしましょう 

○隣近所とのつながりを大切にし、顔が見える関係を築きましょう 

○困った時にお互いが支え合うことができるように、話し合いの機会をつくるなど、 

情報交換を積極的に行いましょう 

○地域の祭り・伝統行事、各種のイベントなどに積極的に参加しましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①地域住民や協力事業者が、日常

生活や通常業務を行いながらさ

りげない見守り活動を行いま

す。 

○安全・安心見守りネットワーク
事業の実施 

○安全・安心見守りネットワーク
事業民間協力事業者登録制度
の実施 

健康福祉課 

②地域や学校等の活動を通じて積

極的にあいさつ運動を進めま

す。 

○あいさつ活動の実施 

○あいさつ週間を設置とあいさ
つ運動の実施 

こども教育課 

③地域の声かけ・あいさつ運動を

周知啓発し支援します。 

○ボランティア活動の推進 
（促進・周知啓発） 

生活環境課 

④交通安全の街頭啓発活動や講習

会を通じて、地域の交通ルール

や生活マナー等の遵守を呼びか

けるとともに、地域交流を促進

します。 

○交通安全早朝啓発活動 総務課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①あいさつ運動の推進 
情報の発信や関係機関・団体等と連携し、地域の

声かけ・あいさつ運動を推進します。 
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基本施策２ 身近な地域交流の場の充実  

【現状と課題】 

地域での福祉への関心や理解を深めるためには、子どもから高齢者、障がい者等の交流の

機会が重要です。 

アンケート調査によると、近所付き合いをしていない割合が３割以上となっています。近

所付き合いをしていない理由は「きっかけがない」、「時間がない」、「近所付き合いが苦手」

といったものが多くみられました。 

こうした中、本町では「ふれあいサロン」等、地域での居場所や交流機会の充実を図って

きました。 

引き続き、住民の地域交流の場を充実させるために様々な方が参加できるような機会を提

供していく必要があります。 
 

【取組の方向性】 

新型コロナウイルス感染症拡大予防の影響もあり、住民の生活様式が多様化する中で、人

と人とのふれあいを通してお互いに助け合う心を育む機会が少なくなっています。 

感染症対策を講じながら、子どもから高齢者、障がい者等すべての人が親しく交流できる

機会づくりを進めていきます。 
 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○隣近所や地域の人と積極的にあいさつを交わすなど、身近な交流を大切にし、顔が 

見える関係を築きましょう 

○ふれあいサロンや地域のいこいの場に行ってみましょう 

○地域の行事等に積極的に参加しましょう 

○交流活動などに身近な人と声をかけ合い積極的に参加しましょう 

○「新しい生活様式」に沿って行動し、感染症の拡大防止と感染予防に努めながら、  

交流等を行いましょう 

○地域での交流ができるようなイベントや取組を企画しましょう 

○地域の中で世代間交流の機会を設け、交流を深めましょう  
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①地域で閉じこもりがちになって

いる高齢者等が気軽に集い、交

流できる「地域いこいの場」をひ

まわり館に設置し、交流の場を

活用した総合支援に取り組みま

す。 

○地域いこいの場の設置 

○地域包括支援センターと連携
した交流の場づくり 

健康福祉課 

②障がい者の創作活動の場や生産

活動の機会を提供し、地域生活

の支援を図ります。 

○地域活動支援センター事業の
実施 

健康福祉課 

③高齢者が地域で孤立することな

く、元気に安心して生活できる

よう、ふれあいサロンを開設し、

助言や支援を行います。 

○ふれあいサロン事業 健康福祉課 

④全世代を対象とした、テニス、グ

ラウンドゴルフ、ソフトバレー、

ヨガ、各種体操などの各種スポ

ーツ事業を実施します。 

○のぎスポレクフェスタの開催 生涯学習課 

⑤各種団体等の地域交流活動を支

援します。 

○国際交流協会による事業の実
施 

○スポーツ教室の開催 

生涯学習課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①地域交流活動の開催 

各地域福祉団体等と連携を図りながら、社会参

加及び交流機会の充実を図ります。 

○ひとり暮らし高齢者の交流事業 

○世代間交流事業 

②配食サービス（友愛訪問）事業 

[町受託事業] 

配食ボランティアの協力により、ひとり暮らし

高齢者等へ昼食を宅配し、安否確認や見守りを

行います。 

③ふくしのつどいの開催 
地域住民が福祉についての理解や関心を得るた

めの啓発活動を行います。 

④老人福祉センター管理運営 

[町受託事業] 

高齢者福祉の増進を図るため、講座などの各種

事業を行い、高齢者が楽しく健康的に、生きがい

のある日常生活を過ごすことができるよう施設

運営を行います。 

○生きがい講座 
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基本施策３ 多様な主体によるつながりづくり  

【現状と課題】 

本町では、地域ケア会議、障がい者自立支援協議会等、様々な機会を通じて、福祉に関係

する事業所・団体等による連携を図っています。 

近年では、高齢者等の孤独死、地域でのひきこもり、子育てに悩む保護者の孤立、子育て

中に親の介護を担うダブルケア、８０５０問題といった複合的課題を抱えている世帯もあり、

引き続き、関係機関の連携の強化を図る必要があります。 

また、地域活動を活性化させていくうえで、横のつながりや情報共有が必要です。 

 

【取組の方向性】 

地域では、様々な人や団体が活動しており、地域における課題を解決していくためには、

地域住民が主体となり、町や社協が連携することが重要です。 

地域における関係団体等の連携の促進に向け、互いの活動を理解するための場の提供や情

報の提供等の支援を行い、ネットワークでの情報共有化を図るとともに、積極的な情報公開・

広域のＰＲを行うことで、多様な主体による新たなつながりの構築に努めます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○地域の座談会や研修会に参加しましょう 

○様々な分野で活動する人たちと交流し、意見交換しましょう 

○他分野と協働し地域でできることを考えてみましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①高齢者が住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを続けることがで

きるよう、住まい・医療・介護・

予防・生活支援が一体的に提供

される地域包括ケアシステムの

構築に向けた取組を進めます。 

○地域包括ケアシステムの構築 

○地域包括支援センターの機能
強化（認知症施策の推進等） 

○介護予防、フレイル予防事業の
強化 

健康福祉課 

②地域の障がい福祉に関する現状

と課題を共有し、課題の解決及

び地域資源のネットワークによ

る支援体制の構築を図ります。 

○地域の障がい福祉に関する中
核的な役割を果たす定期的な
協議の場としての自立支援協
議会の設置 

○地域における必要なサービス
や資源の開発 

健康福祉課 

③地域子育て支援センターや児童

館、児童センター等を活用し、親

子を対象とした交流事業の開催

や情報交換の場の提供等を行い

ます。 

○地域子育て支援拠点事業 

○児童館・児童センター事業 

○おはなし会の開催 

○ブックスタート事業 

こども教育課 

図書館 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①地域座談会等の開催 

地域住民と意見交換を行い、地域の困りごとや

要望等を把握し、地域における福祉活動につな

がるよう支援します。 

②区・自治会との協働 

地域課題の解決に取り組むため、区、自治会活動

の普及啓発活動を通じ、協働で新たな仕組みづ

くりを支援します。 

③社会福祉ボランティア連絡協議会

の支援 

研修会や交流会、各種大会等への参加を通じて、

ボランティア相互の連携・情報交換・交流を図り

ます。 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心のまちづくり 

基本施策１ 災害時・緊急時の支援体制の強化  

【現状と課題】 

近年は地震や台風等の自然災害の発生による被害拡大が懸念されるなかで、非常時の地域

での助け合いが求められています。 

アンケート調査によると、災害時の避難支援に関して地域の協力が必要であると考えてい

る方が３割程度みられました。 

今後、防災訓練等、地域での防災活動を周知するとともに、高齢者や障がい者、若者等、

地域で暮らすより多くの地域住民の参加を促進し、安心して生活のできる地域づくりが必要

であるとともに、災害発生時や避難所等での支援体制の充実が必要です。 

 

【取組の方向性】 

平常時から地域の中のつながりがつくれるよう促し、お互いに声をかけあい避難できるよ

うにするとともに、高齢者や障がい者、子どもなど配慮が必要な方を意識した防災訓練等の

実施・参加促進等を行います。 

また、災害時における要配慮者への対応を迅速に行うため、避難行動要支援者名簿のより

一層の整備を行うとともに、緊急時における支援体制の強化を図ります。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○災害時にすぐに避難できるよう、防災用品・避難場所・避難経路などを確認しま   

しょう 

○緊急時でも地域で助け合えるように、日ごろから隣近所で声をかけ合う習慣をつけま

しょう 

○近所の子どもやひとり暮らし高齢者、障がいのある方など、災害時や緊急時の要支援

者について把握しましょう 

○地域の防災訓練へ積極的に参加しましょう 

○災害時の避難に支援が必要な人は、災害時要配慮者の登録をしましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①災害時要配慮者の情報を平常時

から関係機関や地域の支援者と

共有するとともに、支援体制の

充実を図ります。 

○安全・安心見守りネットワーク
事業の周知及び関係機関との連
携 

○災害時要配慮者への支援対策の
推進 

○福祉避難所の確保・拡充、連携 

○災害時要配慮者の把握 

健康福祉課 

総務課 

②地域自治組織や自主防災組織等

との連携により、防災対策の充

実を図ります。 

○防災訓練・避難訓練の実施 総務課 

③平常時の活用も考慮した防災無

線の整備を促進します。 
○防災無線の整備・拡充 総務課 

④災害発生時に備えて、地域の防

災意識を高めるための啓発を実

施します。 

○防災意識の普及啓発 総務課 

⑤防災備蓄品の確保・充実を図り

ます。 

○民間事業所との災害協定の締結 

○各避難所備蓄品の常備・拡充 
総務課 

⑥洪水・道路冠水ハザードマップ

を作成・配布し、災害時等におけ

る町民の安全を確保します。 

○洪水・道路冠水ハザードマップ
の作成・配布 

総務課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①災害ボランティアセンター設置・ 

運営 

災害発生時に町災害対策本部及び関係機関等と

連携し、被災者の支援ニーズとボランティア活

動を調整する役割を担うことから、平常時に訓

練や研修・マニュアルの見直し等を通して、支援

体制の強化や充実を図ります。 

○災害ボランティアセンター設置・運営訓練 

○災害ボランティア（コーディネーター）養成

講座 

○災害ボランティア活動マニュアルの検証・

更新 

○備蓄品、救援機材の確保 

○災害時支援機関・団体との連携 

②要配慮者情報の収集・共有・活用 

平常時から要配慮者、避難行動要支援者の把握

に努め、行政機関と連携を図りながら災害発生

時における要配慮者一人ひとりに対する必要な

支援を迅速かつ的確に結びつけていきます。 
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基本施策２ 日常生活における見守り体制の充実  

【現状と課題】 

本町では、民間事業者も含めた安全・安心見守りネットワーク事業を行い、見守り活動を

行っています。 

アンケート調査によると、地域の方に見守りや声掛けを望む方が多くみられました。 

引き続き、高齢者や障がい者、子育て家庭など支援を必要とする人を地域で見守り、手助

けや相談機関につなげていけるよう、日常生活における見守り体制の充実が必要です。 

 

【取組の方向性】 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日ごろから近所づきあいの中で

声かけや見守り、ふれあいサロンへの参加等を通じて、何かあったときには助けあえる地域

づくりを進めます。 

多様な活動主体による見守りの仕組みをつくることにより、重層的な地域での見守り活動

を推進します。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○普段から、近所の子どもやひとり暮らし高齢者、障がいのある方などに対する「見守

り」や「声かけ」を行いましょう 

○小・中学校の登下校時間に合わせた見守りや声かけを、散歩などの機会を利用して 

積極的に行いましょう 

○個人や地域で対応が困難な場合は、町や社協、関係機関等に連絡しましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①支援を必要とする方を地域住民

が日常的に見守ることで地域か

ら孤立する事を防ぎ、異変を早

期に発見できるよう、必要な援

助を行います。また、災害時には

出来る限りの支援を行います。 

○安全・安心見守りネットワーク
事業の実施 

○関係機関との連携体制の整備 

○安全・安心見守りネットワーク
事業の必要性の周知、拡大・推
進 

健康福祉課 

②高齢者世帯などを対象に、急病

や災害等の緊急時に迅速に適切

な対応を図ることができるよ

う、緊急通報装置を貸与すると

ともに、制度の周知を図ります。 

○高齢者の緊急通報装置設置事
業 

健康福祉課 

③民間企業との協定等により、地

域の見守り活動が円滑に行われ

るよう支援します。 

○民間企業との見守りに関する
協定締結 

○安全・安心見守りネットワーク
民間協力事業者登録制度の実
施 

健康福祉課 

④高齢者が地域で孤立することな

く、元気に安心して生活できる

よう、ふれあいサロンを開設し、

助言や支援を行います。【再掲】 

○ふれあいサロン事業 健康福祉課 

⑤地域で閉じこもりがちになって

いる高齢者等が気軽に集い、交

流できる「地域いこいの場」をひ

まわり館に設置し、交流の場を

活用した総合支援に取り組みま

す。【再掲】 

○地域いこいの場の設置 

○総合サポートセンター、地域包
括支援センターと連携した交
流の場づくり 

健康福祉課 

⑥認知症に関する知識の啓発、予

防への取組を行います。認知症

サポーターが地域で活躍できる

体制を構築します。 

○認知症サポーター養成講座の
開催 

○認知症サポーターステップア
ップ講座の開催 

健康福祉課 

⑦地域防犯パトロール団体や、町

職員及び学校職員による児童・

生徒の下校時の防犯パトロール

による通学路等の巡回を実施し

ます。 

○防犯パトロール 総務課 

⑧児童生徒の安全のため、学校ボ

ランティア等による下校時の見

守りの実施や支援を行います。 

○学校支援ボランティアによる
下校時の見守り 

○スクールガードリーダーによ
る下校時の巡回 

こども教育課 
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取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

⑨高齢者及び障がい者等で、ごみ

出しが困難な世帯に対し、ごみ

出しの支援を行うとともに、安

否や健康状態などを確認するこ

とによリ、安心して暮らせる生

活を支援します。 

○ごみ出しサポート事業の実施 生活環境課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①安全・安心見守りネットワーク事業

の支援 

町で実施する「野木町安全・安心見守りネットワ

ーク事業」において、地域包括支援センターの事

業に関わる役割を担い、関係機関への情報提供・

活動支援に努めます。 

②配食サービス（友愛訪問）事業 

【再掲】 

配食ボランティアの協力により、ひとり暮らし

高齢者等へ昼食を宅配し、安否確認や見守りを

行います。 

③要配慮者情報の収集・共有・活用 

【再掲】 

平常時から要配慮者、避難行動要支援者の把握

に努め、行政機関と連携を図りながら災害発生

時における要配慮者一人ひとりに対する必要な

支援を迅速かつ的確に結びつけていきます。 
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基本施策３ 様々な困難を抱えた方を支援する仕組みづくり  

【現状と課題】 

アンケート調査によると、必要な町の地域福祉事業については移動支援が最も高く、ひま

わり館の事業については「健康・福祉・介護等の総合相談」が高くなっています。 

制度にのっとった福祉サービスでは対応できない制度の狭間の問題や８０５０問題やダ

ブルケアなど複数の生活課題を抱える人など、多様化・複雑化する福祉課題に適切に対応す

るため、各相談窓口相互のネットワークの強化や情報提供の充実等が求められます。 

そのほか、認知症高齢者の増加や障がい者の家族の高齢化が進む中、成年後見制度の利用

促進や、権利擁護をより一層の充実していく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

地域のふれ合い・支え合い体制を維持しながら、高齢者や障がい者、生活困窮者、ひとり

親家庭など様々な支援を必要とする要配慮者に対して、様々な専門機関等との連携を推進し、

地域を見守る関係者等とのネットワークを充実させ、適切な対応を行っていきます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○ひとりで悩まずに相談をするようにしましょう 

○町や社協などが発信する情報の収集に努めましょう 

○地域では様々な悩みを抱えた人がいるということを理解しましょう 

○地域で支援を必要としている人を、相談窓口につなげましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①犯罪や非行の防止に努めるとと

もに、自立更生者への支援を行

います。 

○保護司をはじめとする関係機
関との連携強化 

○社会を明るくする運動の実施 

○適切な支援を行うための相談
体制の充実 

健康福祉課 

②地域包括支援センター、社会福

祉協議会、シルバー人材センタ

ーと連携し、多様なニーズや複

雑化する状況に対応できるよ

う、各種福祉サービスの必要量

の確保や質の向上に努めます。 

○生活支援コーディネーターに
よる地域課題の把握 

○地域住民との連携による、地域
の実情に合わせた生活支援サ
ービスの検討 

○既存の高齢者福祉サービスの
利用状況の把握 

○障がい者自立支援事業の実施 

○地域生活支援事業の実施 

健康福祉課 

③生活に困窮している町民に対

し、自立支援に向けた支援プラ

ンの作成や生活の安定に向けた

支援を実施します。 

○困窮者自立支援事業の実施 健康福祉課 

 

 

＜再犯防止推進計画＞ 

（１）再犯防止推進計画の位置づけ・期間 

本計画は、再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）第８条の規定に

基づき、本町における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画として位置づけます。 

また、期間については「第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画」と連携し、推進

することから、同じ期間（令和４年度から令和８年度まで）の５年間とします。 

 

（２）今後の方向性 

更生保護の取組として、自立更生者が社会の中で孤立することがないよう、社会を明るく

する運動をはじめとした更生保護活動等に関する周知・啓発を行い、地域において、自立更

生者への立ち直りに対する理解を促します。 

また、更生保護に携わる関係団体の活動支援や、生活困窮者自立支援事業を活用できるよ

う関係団体と連携し、適切な支援につなげます。 
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社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①ふれあい福祉総合相談事業 

町民が抱える様々な生活上の悩みや問題等に関

して、気軽に相談できる体制を整え、適切な助言

や情報提供を行うための各種相談事業を行いま

す。 

○心配ごと相談の実施 

○法律相談の実施 

○司法書士相談の実施 

○介護相談の実施 

○ボランティア相談の実施 

○各種相談機関の紹介ガイドブックの見直し 

②資金貸付事業 

低所得者世帯等に対して経済的自立と生活意欲

の向上を支援するため、必要な資金の貸付と相

談支援を行います。 

○社会福祉金庫貸付事業 

○生活福祉資金貸付事業 

③日常生活自立支援事業 

高齢・障がい等により判断能力が不十分な方の

権利を擁護するため、福祉サービスに関する情

報提供や相談支援、日常的な金銭管理の支援を

行います。 

④緊急食料等給付事業 

緊急的かつ一時的に生活を維持することが困難

な世帯に対して、総合サポートセンター「ひまわ

り館」と連携を図りながら、食料等の支援を行い

ます。 

⑤一時お預かりサービス事業 

高齢・障がい等により一時的に金銭管理ができ

ない方に対して金銭管理を行い、安心して生活

ができるように支援を行います。 
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基本施策４ 権利擁護の推進  

【現状と課題】 

町内には多くの高齢者や障がい者が生活されている中、認知症や知的障がい・精神障がい

などにより、自分で契約をしたり、財産管理をしたりすることが困難な人が増加していくこ

とが想定されます。 

アンケート結果では、成年後見制度の認知度について、「よく知っている」と「少し知っ

ている」を合わせた“知っている”の割合は約４割となっているものの、「よく知っている」

と回答した割合は１割未満となっています。 

成年後見制度や日常生活自立支援事業の推進のもと、福祉サービス利用者の権利擁護をよ

り一層充実することや虐待防止対策に取り組んでいくことが求められます。 

 

【取組の方向性】 

一人ひとりの尊厳が保たれ、その人らしく生きられるよう、高齢者、障がい者、児童等の

虐待やＤＶの未然防止に向けた啓発、地域の中での見守り、異変を察知した際の通報につい

ての周知、発生後の関係機関での連携を行います。 

また、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の「財産」や

「権利」を保護し支援するため、成年後見制度利用促進基本計画を作成し、制度の周知や利

用促進を働きかけていきます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○性別、年齢、障がいの有無や国籍などにとらわれず、お互いに理解し合いましょう 

○成年後見制度の内容の理解を深めましょう 

○認知症高齢者など、判断能力の低下に伴う支援が必要な人を早期発見し、支援につな

げましょう 

○虐待の可能性があるなど、支援が必要な人を早期発見し、支援につなげましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①虐待の早期発見や適切な対応の

ため、関係機関での情報共有を

図るとともに、虐待防止の啓発

を行います。 

○障がい者虐待防止センターの
設置 

○障がい者虐待防止等連携協議
会の設置 

○要保護児童対策地域協議会の
開催 

○個別ケース会議の開催 

○野木町虐待防止対策庁内連絡
会議の開催 

○ＤＶに関する相談窓口対応、関
係機関との連携 

○ＤＶ防止の啓発活動（広報、パ
ープルリボン運動等） 

○地域包括支援センター等、関係
機関と連携した支援体制の強
化 

健康福祉課 

こども教育課 

生活環境課 

②人権問題、障がい者差別防止な

どの積極的な啓発に取り組みま

す。 

○人権講演会、人権講話の実施 

○人権相談の実施 

○人権教育の実施 

○人権の花運動の実施 

○人権週間の実施 

○人権に関する作品の募集 

○いじめ撲滅会議の実施 

○障がい者差別解消法の啓発 

生活環境課 

こども教育課 

生涯学習課 

健康福祉課 

③成年後見制度の周知や利用促進

を働きかけるとともに、相談窓

口及び対応体制を充実します。 

○成年後見制度利用促進基本計
画（次ページ）参照 

健康福祉課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①法人後見事業 

認知症の高齢者や障がい等で、意思決定が困難

な方の判断能力を補うため、法人が成年後見人

等となって支援を行います。 

②日常生活自立支援事業【再掲】 

高齢・障がい等により判断能力が不十分な方の

権利を擁護するため、福祉サービスに関する情

報提供や相談支援、日常的な金銭管理の支援を

行います。 
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＜成年後見制度利用促進基本計画＞ 

（１）成年後見制度利用促進基本計画の位置づけ・期間 

本計画は、成年後見制度の利用促進に関する法律（平成28年法律第29号）第14条の規

定に基づき、本町における成年後見制度の利用促進に関する取組について、基本的な計画と

して位置づけます。 

また、期間については「第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画」と連携し、推進

することから、同じ期間（令和４年度から令和８年度まで）の５年間とします。 

 

 

（２）今後の取組・方向性 

町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①行政・家庭裁判所・専門機関等が

連携し、支援を必要とする方を

早期発見し、適切な支援につな

げるための体制を構築します。 

また、支援の必要な方に身近な

親族や福祉・医療・地域の関係

者・成年後見人等が「チーム」と

して協力し、日常的に見守り、本

人の意思や状況を継続的に把握

し、必要な対応を行います。 

○地域連携ネットワークの構築 健康福祉課 

②中核機関の機能強化を図りま

す。 

広報機能 

成年後見制度利用促進のため、

広報紙やホームページ等で情

報発信や研修会などの開催を

通じて、町民や関係機関に幅広

く普及啓発を行います。 

相談機能 

権利擁護に関する相談を受付

け、成年後見制度に関するアセ

スメント、ニーズ把握等を実施

します。 

成年後見制利用促進機能 

本人のニーズに合うように成

年後見人等の推薦・マッチング

支援を実施します。 

後見人等支援機能 

成年後見人等の後見活動に関

する相談に応じ事例検討会を

開催する等、成年後見人等を支

援します。 

○中核機関の運営 

○利用促進協議会の設置 
健康福祉課 
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取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

③経済的な理由で成年後見制度の

利用が困難な方に対して、申立

費用と後見人等への報酬の助成

を実施します。 

○成年後見制度利用支援事業の
実施 

健康福祉課 

④権利擁護支援や成年後見人等の

担い手の養成・確保に向けた活

動を検討します。 

○担い手の確保及び支援 健康福祉課 

 

 

 

成年後見制度のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成年後見制度 

任意後見制度 

※判断能力が不十分になる前 

法定後見制度 

※判断能力が不十分になった後 

成年後見 

※判断能力が 

まったくない方 

保佐 

※判断能力が著しく 

不十分な方 

補助 

※判断能力が 

不十分な方 

任意後見契約 

※公正証書によって契約 
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基本目標４ 地域福祉の仕組みづくり 

基本施策１ 重層的支援体制の充実  

【現状と課題】 

高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者等、地域で支援を必要としている人の抱える課題

は多岐にわたっています。 

本町では、総合サポートセンター「ひまわり館」を開設し、相談支援体制の充実を図って

いますが、アンケート調査では、日常生活の困り事の中での相談相手について、約１割が「い

ない」と回答しています。 

近年では、複合化・複雑化する課題を抱える場合もあり、適切に相談につながらずに孤立

してしまうケースや、相談先がわからずに状態が深刻化してしまうケース等もあります。問

題が発見された場合に適切な相談先につなげる仕組みや、より円滑で包括的な支援体制の整

備が求められます。 

 

【取組の方向性】 

子ども、高齢者、障がい者等が、国籍を問わずに、日常生活の中での困りごとや福祉サー

ビスの適切な利用等に対して、身近な地域で専門的な相談支援を受けられるよう充実を図り

ます。 

また、様々な課題を抱える地域住民等に対して適切な支援が提供できるよう、専門職員の

充実と、関係機関等との連携による総合的な相談支援体制の充実を図ります。さらに、総合

サポートセンターを中心に、相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業を一体的に実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①相談支援 

○介護・障がい・子ども・生活困窮の相談を、属性に関わらず受け止める。 

【包括的相談支援事業】 

○複合化・複雑化した課題に対して、支援関係者全体を調整する。 

【多機関協働事業】 

○支援につながりにくい方たちに対してアウトリーチを行う。 

【アウトリーチ等による継続的支援事業】 

②参加支援 
○既存の取組では対応できない狭間のニーズに対応するため、本人やその世帯

と地域資源の間を取り持ち、社会とのつながりを回復する支援を行う。 

【参加支援事業】 

③地域づくり 

支援 

○介護・障がい・子ども・生活困窮に係る地域づくりの事業を一体的に行い、

地域社会からの孤立を防ぎ、地域における多世代の交流や多様な活躍の場を

確保する支援を行う。【地域づくり事業】 
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総合サポートセンター「ひまわり館」を核とした重層的支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※町、社会福祉協議会、多様な団体のみんなが力を合わせて相談業務の対応を行います。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○ひとりで悩まず、誰かに相談するように心がけましょう 

○広報誌やホームページ、ＳＮＳを通じて、相談機関についての情報把握を日頃から 

心がけましょう 

○隣近所に困っている人がいたら話を聞いてみましょう 

  

総合相談 

生活困窮 

認知症 

障がい 介護 

医療 

結婚 

交流・ふれあい
の場の提供 

人材（担い手） 
育成 

子育て支援 

障がい者相談支援事業所 

総合サポートセンター 
ひまわり館 

 

・包括的相談支援事業 

・多機関協働事業 

・アウトリーチ等を通じた 

継続的支援事業 

・参加支援事業 

・地域づくり事業 

交流 出産 

子育て 

研修 講座 

交流 健康増進 

生きがい 
づくり 

関係機関との 
連携調整 

情報共有 研修 

情報提供 

サービス 社会資源 

制度 

地域包括支援センター 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①断らない相談支援を実施し、分

野を超えた連携体制を強化し、

これまで各分野における制度の

対象外となっていた、複雑化・複

合化した課題について早期に支

援につなげることができる体制

を構築します。 

○重層的支援体制整備事業 

 ・相談支援 

 ・参加支援 

 ・地域づくり支援 

健康福祉課 

②既存の各相談窓口において、相

談者の属性や性別、相談内容に

関わらず包括的に相談を受け止

めます。受け止めた相談のうち、

当該支援機関のみでは解決が難

しい場合、適切な支援関係機関

と連携を実施します。 

【包括的相談支援事業】 

○総合サポートセンター「ひま
わり館」における相談支援 

○関係機関との連絡体制 

○サービス等に関する情報提供 

健康福祉課 

③８０５０問題など複合課題を抱

える相談者にかかる支援関係機

関の役割や関係性を調整しま

す。また、各支援機関の役割分担

や支援の方向性を定めたプラン

を作成し、関係機関と連携しま

す。 

【多機関協働事業】 

○包括的な相談支援体制の構築
及び重層的支援体制整備事業
の中核としての総合サポート
センター「ひまわり館」の運
営 

○支援関係機関の役割分担 

健康福祉課 

④潜在的なニーズを抱える人を早

期発見するために支援関係機関

等と連携し、つながりの中から

相談者の把握に努めます。 

また、ニーズを抱えている人に

直接支援を届けるために、家庭

訪問を実施します。 

本人と接点を持った後も、適切

な支援関係機関等につながるた

めの同行支援を行います。 

【アウトリーチ等を通じた継続
的支援事業】 

○支援関係機関や地域住民等と
の連携を通じた情報収集 

○家庭訪問 

○同行支援 

健康福祉課 

⑤介護、障がい、子ども、生活困窮

の地域づくりに係る事業を一体

として実施し、地域社会からの

孤立を防ぐとともに、地域にお

ける多世代の交流や多様な活躍

の場を確保する地域づくりに向

けた支援を行います。 

【地域づくり事業】 

○世代や属性を超えて交流でき
る場や居場所の整備 

○交流・参加・学びの機会を生み
出すために個別の活動や人を
コーディネート 

○地域のプラットフォームの形
成や地域における活動の活性
化 

健康福祉課 
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取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

⑥既存の取組では対応できない狭

間のニーズにも対応するため、

本人のニーズと地域の資源との

コーディネートを行うことで、

本人・世帯の状態に寄り添って、

社会とのつながりを回復する支

援を行います。 

【参加支援事業】 

○社会とのつながりを作るため
の支援 

○利用者のニーズを踏まえた丁
寧なマッチング支援 

○本人への定着支援と受け入れ
先の支援 

健康福祉課 

⑦子どもたちが健やかに成長して

いくため、また母親が自信をも

って育児に取り組むための妊娠

期からの切れ目ない支援とし

て、各種健診、教室、相談等を実

施します。 

○医療機関や子育て支援機関と
連携による、妊娠・出産・育
児に関する切れ目のないサポ
ートの実施 

○幼児ことばの教室事業 

健康福祉課 

こども教育課 

⑧児童虐待の予防及び早期発見の

ため、幼稚園・保育所・学校等と

連携を図り、早期対応に努める

とともに、地域における支援体

制の強化に努めます。 

○要保護児童対策地域協議会の
開催 

○個別ケース会議の開催 

○関係機関との連携強化 

こども教育課 

健康福祉課 

⑨高齢者やその家族に対して、継

続的な相談支援体制を確立する

ために、相談システムの充実や、

地域包括支援センターなどの関

係機関との連携の強化を図りま

す。 

○高齢者の相談窓口の周知 

○支援体制の強化 
健康福祉課 

⑩障がい者やその家族の相談に応

じ、住み慣れた地域での自立し

た日常生活を営むための支援を

行います。 

○相談支援事業の実施 

○関係機関との連携及び情報共
有 

健康福祉課 

⑪小中学校において、スクールカ

ウンセラー・臨床心理士・相談員

等による相談体制の充実等によ

る教育相談の充実を図ります。 

○教育相談 

○巡回相談 

○教育支援委員会の開催 

○あすなろ教室事業 

○幼・保・小連絡協議会の開催 

こども教育課 
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社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①ふれあい福祉総合相談【再掲】 

町民が抱える様々な生活上の悩みや問題等に関

して、気軽に相談できる体制を整え、適切な助言

や情報提供を行うための各種相談事業を行いま

す。 

○心配ごと相談の実施 

○法律相談の実施 

○司法書士相談の実施 

○介護相談の実施 

○ボランティア相談の実施 

○各種相談機関の紹介ガイドブックの見直し 

②地域包括支援センターによる高齢

者総合相談の支援[町受託事業] 

○本センター（ひまわり館内） 

○サブセンター（ホープ館内） 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活でき

るよう総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的

ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメ

ント等の実施や各関係機関との連携強化とネッ

トワークにより、地域で支え合う体制作りに努

めます。 

 

 

  



第４章 施策の展開 

 
80 

 

基本施策２ 福祉に関する情報提供  

【現状と課題】 

地域で安心して暮らすためには、必要なサービスについて情報を知っている、もしくは情

報を取得する方法を知っている等、地域住民が様々な「情報」とつながっていることが大切

です。 

アンケート調査では、情報を得る手段が年代によって異なっており、若い世代ほど家族・

親戚、インターネットが高くなっている一方で、年代が高くなるにつれ、テレビ・新聞、近

所の人が多くなっています。 

また、福祉に関する情報提供については、十分入手できている人は４割程度となっており、

インターネットを含めた多様な媒体による情報提供が求められています。支援が必要な人が

円滑に相談機関につながるよう、情報提供の充実や様々な相談機関の周知が必要です。 

 

【取組の方向性】 

子どもから高齢者まで、必要な情報が届くように、各年代の情報入手手段やニーズに応じ

た情報提供の充実を図ります。 

また、音声コードや点字など個人の状況にあった形での情報発信に努めるとともに、ニー

ズに応じてデジタルデバイド解消のための講座等を充実し、必要な情報を必要な人に届けら

れるよう、情報バリアフリーを推進します。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○町や社協が発行する情報誌、ホームページ、ＳＮＳなどを利用し、積極的に福祉に  

関する情報の収集をしましょう 

○地域の身近な人と、困った時の相談先について情報共有をしましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①町広報・ホームページ・ＳＮＳ等

を活用して、地域の様々な福祉

に関する情報提供を行います。 

○関係機関からの福祉に関する
情報収集 

○利用者への適切でわかりやす
い情報提供 

健康福祉課 

②町の窓口業務や手続き、施設な

どを紹介する冊子｢くらしのガ

イドブック｣を発行します。 

○「くらしのガイドブック」発行 

○関係機関からの福祉に関する
情報収集 

○利用者への適切でわかりやす
い情報提供 

総務課 

健康福祉課 

③高齢者等に配慮した情報の提供

に努めます。 

○認知症ケアパスの配布 

○利用者への適切でわかりやす
い情報提供 

健康福祉課 

 

 

社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①福祉サービスの内容や利用方法の

情報提供 

町民が利用できる福祉サービスを様々な媒体を

活用して情報を発信し、町の福祉サービスの普

及啓発及び利用促進を図ります。 

○社協情報誌「ぽけっと」 

○社協ホームページ 

○SNS（Twitter、Facebook） 

○社協ガイドブックの改訂 

②点字・音訳による情報提供 
視覚障がい者に対して、生活上必要な情報を点

字、デイジーＣＤにより提供を行います。 
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基本施策３ 生活支援体制の充実  

【現状と課題】 

アンケート調査では、自分や家族の老後や、健康、防災・防犯、収入・生活費の心配をす

る方が多くなっており、必要な情報としても医療・保健や、高齢者に関すること、福祉サー

ビスに関する情報等が求められています。支援が必要な人が適切な福祉サービスを利用でき

るよう、福祉サービスの充実が重要です。 

 

【取組の方向性】 

福祉による支援を必要とする人が、適切な福祉サービスを選択・利用できるように努めま

す。 

公共交通網の再編により利便性の向上を図るとともに、福祉有償運送やその他の移動支援

サービスにより公共交通機関を利用するのが困難な方への移動支援を行うことにより、全町

的な移動のしやすさを図っていきます。 

 

【関連するＳＤＧｓの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなに取り組んでもらいたいこと 

○地域で移動に困っている人がいたら、外出する際に声をかけ、必要に応じて買い物等

の手伝いをするよう心がけましょう 

○地域のサロンやイベントなどに一緒に参加できるよう声をかけてみましょう 

○福祉サービス等が受けられずに困っている人がいたら町や社協に相談しましょう 

○地域での見守り活動等から、地域で困っている人を早期に発見しましょう 
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町が取り組むこと 

取組内容・事業の内容 取組・事業 担当課 

①高齢者の生活全般に対する外出

支援（通いの場への送迎及び医

療機関以外への外出支援策を含

む）について、多様な主体による

支援方法を検討します。 

○「介護予防・日常生活ニーズ調
査」を活用した高齢者の外出支
援に関するニーズを把握・分
析、支援策の検討 

○外出支援を行う担い手の育成
の検討 

健康福祉課 

②免許を返納された方や自家用車

を所有されない方などの移動が

困難な方の「足」となる公共交通

として、デマンドタクシーの充

実を図ります。 

○デマンドタクシーに関するア
ンケート調査の実施による要
望や課題の整理 

○地域公共交通計画に基づく予
約システムや増車の検討も含
めた詳細な調査の実施、導入等
の検討 

都市整備課 

③自力及び家族等による送迎が困

難な高齢者に対し、医療機関等

へ通院する際のタクシー代の助

成を行います。 

○高齢者通院時タクシー利用助
成事業 

健康福祉課 

④障がい者等を対象に、社会参加

や余暇活動の際に必要な外出時

の支援を行います。 

○移動支援事業の実施 

○コミュニケーション支援事業
の実施（手話通訳または要約筆
記） 

健康福祉課 

⑤在宅のひとり暮らしの高齢者等

を対象に、自立と生活の質の確

保を目的とした日常生活の支援

を行います。 

○軽度生活援助事業 健康福祉課 

⑥公共交通機関を利用することが

困難な障がい者に対し、必要な

交通の便を確保するとともに、

その経費の一部の助成を行いま

す。 

○福祉タクシー事業の実施 健康福祉課 

⑦ボランティアなどインフォーマ

ルな社会資源の開発に努めま

す。 

○ボランティア活動支援 

○ボランティア支援センターの
運営支援 

生活環境課 

⑧高齢者及び障がい者等で、ごみ

出しが困難な世帯に対し、ごみ

出しの支援を行うとともに、安

否や健康状態などを確認するこ

とによリ、安心して暮らせる生

活を支援します。【再掲】 

○ごみ出しサポート事業の実施 生活環境課 
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社会福祉協議会が取り組むこと 

取組 取組内容 

①ふれあいサービス（住民参加型在宅

福祉サービス）の充実 

高齢者や障がい者など日常生活を営むことに支

障のある方に対し、住民相互の支えあいによる

ごみ出しや買い物支援など、会員制の生活支援

サービスを提供します。 

②公共交通機関運営支援（デマンドタ

クシー）[町受託事業] 

町民の交通手段を確保するための乗り合いタク

シーの運行事業を実施し、住民の利用促進及び

利便性の確保を図ります。 

③外出支援サービス事業の充実 

[町受託事業] 

一般の公共交通機関を利用することが困難な高

齢者の在宅生活を支援するため、社会福祉施設

や医療機関等への送迎を行います。 

④車イスの貸し出し 

歩行等が困難で車イスを必要とする町民の日常

生活を支援するため、車イスの整備・貸出を行い

ます。 

⑤生活支援体制整備事業 

［町受託事業］ 

生活支援コーディネーター（地域支

え合い推進員）の配置【再掲】 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）を配置し、ボランティア等の生活支援の担い

手の養成・発掘等を行います。 

○人材育成講座 

 

ふれあいサービス 
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１ 計画の推進体制 

本計画の基本理念及び基本目標を実現し、誰もが地域で安心して暮らすことがで

きるまちづくりを進めるために、町民や団体等が主体的に活動できるようそれぞれ

の役割や責務を認識しながら、相互に連携・協働していくことが重要です。 

地域福祉への理解と関心を深め、取組の企画、運営、評価改善まで積極的に参画

するしくみに発展させ、町民・行政・社会福祉協議会がそれぞれの役割をすすめて

いく必要があります。 

 

（１）町民の役割  

地域福祉を推進していく力は、地域の担い手である町民です。一人ひとりが地域

に対する理解と関心を深めていくとともに、自らができることを考え、主体的に福

祉活動に参加することが求められます。 

自主的な活動を行う中で、多くの交流が生まれ、ともに支えあい、助けあう地域

づくりが可能となります。 

また、他の団体や福祉・教育等の関係機関と連携・協力しながら、より一層地域福

祉の推進に貢献することが期待されます。 

 

（２）行政の役割  

町民一人ひとりが地域福祉の担い手として、自主的かつ主体的に活動することが

できるよう支援する役割が求められます。 

そのため、町民、ボランティア団体、社会福祉協議会などの関係機関や団体の役

割を踏まえながら、保健・医療・福祉・介護・教育分野等との連携を強化し総合的に

地域福祉を推進していきます。 
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（３）社会福祉協議会の役割  

地域福祉を推進するための中核として、町民や各種団体等と協働するとともに、

行政との調整役としての役割を担う必要があります。 

今後は、本計画及び年度毎の事業計画における取組の着実な推進とともに、継続

的な見直し・改善を行います。また、さらなる地域福祉推進のため、座談会や研修会

等を通じて地域住民との意見交換を行い、行政とともに各地域における活動の充実

を図ります。 

 

 

２ 計画の進行管理 

本計画を着実に推進するため、計画の進捗状況について継続的に検証を行います。

検証にあたっては、必要な施策の見直しを講じるとともに、次期計画の策定におけ

る改善に反映します。 

評価においては、計画の進捗状況や施策の効果をより適切に点検・評価するため

の評価方法や指標等を検討します。 

また、計画内容の見直しにあたっては、社会情勢や地域の変化を踏まえ、効果的

な改善方策を進めます。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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１ 策定経過 

日時 内 容 

令和２年２月～11月 区長ヒアリング 

令和２年12月１日～ 

令和３年１月12日 

野木町の地域福祉を推進するための町民意識調査 

（１）調査対象：野木町在住の20歳以上の町民 

（２）標本数：2,000人 

（３）抽出方法：住民基本台帳により、居住地区・年代・性別を考慮し

た無作為抽出 

（４）調査方法：郵送配付・郵送回収 

（５）有効回収数：837人（有効回収率：41.9％） 

令和３年８月23日 

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会（第１回） 

＜書面開催＞ 

（１）第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画の概要について 

（２）町民アンケート調査の結果について 

令和３年11月30日 

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会（第２回） 

（１）第２期野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案）について 

（２）今後のスケジュールについて 

令和４年１月13日～ 

令和４年２月14日 
パブリックコメントの実施 

令和４年３月15日 

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会（第３回） 

＜書面開催＞ 

令和４年１月27日～２月14日において、計画（案）に対する意見聴取 
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２ 野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

平成27年３月30日告示第45号 

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱を次のように定め、平成27年４月

１日から適用する。 

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条の規定に基づく野木町地域福祉計画・地域

福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するに当たり、野木町地域福祉計画・地域福祉

活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

(１) 計画の策定に関すること。 

(２) その他計画の策定に関して必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20名以内をもって組織し、次に掲げる職にある者のうちから町長が委嘱

する。 

(１) 各関係団体の代表者。 

(２) 社会福祉関係者並びに関係行政機関の代表。 

(３) 前２号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱された日から計画策定終了するまでの期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しく

は説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（報告） 

第７条 委員長は、第２条に規定する所掌事務の事項について、その結果を町長に報告するもの

とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、主管課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
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３ 野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

（敬称略） 

団体名 氏  名 備 考 

野木町区長会代表 下坂 孝 委員長 

野木町老人クラブ連合会代表 鈴木 隆守  

野木町民生委員児童委員協議会代表 三木 ひとみ  

野木町母子保健推進員協議会代表 佐々木 時子  

野木町赤十字奉仕団代表 真瀬 清子  

野木町社会福祉ボランティア連絡協議会代表 田畑 義明 副委員長 

野木町自立支援協議会代表 石橋 須見江  

野木町幼保小連絡協議会代表（いちご保育園） 石木 祐子  

野木町医師会代表（在宅医療） 山路 義生  

社会福祉法人 延寿会代表（介護施設） 板橋 昭二  

訪問看護ステーション代表（たんぽぽ） 鮎澤 みどり  

野木町商工会代表 小島 三利  

野木町校長会代表（友沼小学校） 神原 千里  

野木町包括支援センター代表 伏木 敦子  

一般公募 板橋 宏  

 

アドバイザー 

団体名 氏  名 備 考 

ＮＰＯ法人 風の詩代表 永島 徹  
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４ 用語解説 

＜あ行＞ 

アウトリーチ 

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に訪問

して情報・支援を行うこと。 

 

 

＜か行＞ 

共生社会 

様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障がいのある人もない人も、支え手

側と受け手側に分かれることなく共に支えあい、多様な個人の能力が発揮されている活力ある

社会。 

 

協働 

町民や行政、社協等が地域をより良くするために、それぞれの役割と責務に基づいてお互いの

立場を尊重し、共通の目的の達成に向けて対等な立場で協力し合ってまちづくりを進めること。 

 

権利擁護 

認知症、知的障がい及び精神障がい等により、判断能力が低下した人でも適切な自己決定や選

択ができるようにするとともに、福祉サービスを利用しようとする人が安心してサービスを受

けられるようにすること。 

 

高齢化率 

65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のこと。高齢化率が７％～14％の社会を高齢

化社会、14％～21％の社会を高齢社会、21％以上の社会を超高齢社会という。 

 

 

＜さ行＞ 

災害ボランティア 

災害発生後に被災者の生活や自立を支援し、また行政や防災関係機関等が行う応急対策を支援

する、自発的に能力や労力、時間を提供する個人・団体を指す。有事の際は災害ボランティア

センターによって総合的な調整が行われ、募集・受け入れ・情報提供等関係単体との連絡調整

活動を行っている。 

 

参画 

政策の立案、実施及び評価の各段階において、主体的に関与すること。 

 

自主防災組織 

災害時に備え、災害を未然に防止し、または被害を軽減するために、地域住民が連携・協同し

て自主的に設置し、地域で活動する組織。  
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生活困窮者 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者のこと。 

 

生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活

支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者のこと。 

 

成年後見制度 

認知症高齢者や知的障がい者など、判断能力が十分でない人を保護する制度であり、成年後見

人による生活、身上保護や財産の管理など、その諸権利を守り、社会的に支援する制度のこと。 

 

 

＜た行＞ 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が 「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

平成 28年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現

が盛り込まれており、今後の福祉改革を貫く「基本コンセプト」と位置づけられている。 

 

地域生活課題 

福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、

住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤

立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加

する機会が確保される上での各般の課題。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・

予防・生活支援が一体的に提供されるようにするしくみのこと。 

 

地域包括支援センター 

高齢者への総合的な相談の窓口として、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置し、

必要な介護サービスや保健福祉サービス、日常生活支援などの業務を行う機関のこと。 

 

ＤＶ 

ドメスティック・バイオレンスの略称。親しい間柄の異性（配偶者・恋人・事実婚を含む）か

ら受ける身体的、精神的、性的、経済的な暴力を指す。 
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＜な行＞ 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、精神障がい者、知的障がい者等、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活

を送れるよう、福祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続きの援助、利用料の支払い

等、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業のこと。 

 

認知症ケアパス 

認知症の進行状況に応じて、どのようなサービスや支援を利用できるのかをとりまとめたもの。 

 

認知症サポーター 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で

手助けするサポーターのこと。 

 

 

＜は行＞ 

ハザードマップ 

将来危険が予想される自然災害について、発生しやすい自然災害の種類、範囲や危険度などを

一定の基準で評価して示した地図。 

 

８０５０問題 

子どものひきこもりが長期化することなどで、80歳代の親と 50歳代の無職の子どもが同居

したまま高齢化し、経済的に困窮・孤立する社会問題。 

 

バリアフリー 

障がい者や高齢者などが日常生活を送る上での妨げとなる、さまざまな障壁（バリア）を取り

除くこと。もとは段差や仕切りの解消などを指したが、現在では、意識や各種制度などあらゆ

る面において、社会参加を困難にするものを取り除くこととして用いられる。 

 

ひきこもり 

長期間にわたって家庭内に引きこもり、社会的な活動に参加できない状態のこと。 

 

福祉避難所 

主として要配慮者を滞在させることを想定し、災害対策基本法施行令に規定された避難所。 

 

ボランティア 

自発的、主体的に社会貢献活動を行う個人のこと。 

 

ボランティアセンター 

ボランティア活動者等の育成・援助、また、需給・連絡調整を行うことで、地域住民等のボラ

ンティア活動に関する理解と関心を深めることを目的とした機関のこと。 
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＜ま行＞ 

民生委員児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人々のこと。 

 

 

＜や行＞ 

要配慮者 

高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人のこと。 

 

要約筆記 

聴覚に障がいのある人等のために、会議や講演会等で話されている内容の要点をまとめて、紙

に書いたり、パソコンで打ち出すなどし、文字で情報を伝えること。 
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